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条   例 
                    

 次に掲げる条例を公布する。 

  令和７年６月16日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 

世田谷区条例第83号 

 世田谷区手数料条例の一部を改正する条

例 

世田谷区条例第84号 

 一般職の任期付職員の採用に関する条例

の一部を改正する条例 

世田谷区条例第85号 

 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する

条例の一部を改正する条例 

世田谷区条例第86号 

 職員の育児休業等に関する条例の一部を

改正する条例 

世田谷区条例第87号 

 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇

等に関する条例の一部を改正する条例 

世田谷区条例第88号 

 世田谷区特別区税条例の一部を改正する

条例 

世田谷区条例第89号 

 世田谷区行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する条

例の一部を改正する条例 

世田谷区条例第90号 

 世田谷区清掃・リサイクル条例の一部を

改正する条例 

世田谷区条例第91号 

 世田谷区特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業の運営の基準等に関する条

例の一部を改正する条例 

世田谷区条例第92号 

 世田谷区保育料条例の一部を改正する条

例 

世田谷区条例第93号 

 世田谷区立学校設置条例の一部を改正す

る条例 

世田谷区条例第94号 

 世田谷区立認定こども園保育料条例の一

部を改正する条例 

                    

   世田谷区手数料条例の一部を改正す

る条例 

 世田谷区手数料条例（平成12年３月世田

谷区条例第３号）の一部を次のように改正

する。 

 第３条の次に次の１条を加える。 

（郵送料等の徴収） 

第３条の２ 前２条に規定する手数料のほ

か、謄本、抄本、証明書その他の書類等

について、郵便等による送付を求める者

からは、郵送料その他の費用（以下「郵

送料等」という。）を徴収することができ

る。 

２ 前項の規定により徴収する郵送料等の

額は、実費に相当する額とする。 

 第４条中「前条」を「第３条」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

                    

   一般職の任期付職員の採用に関する

条例の一部を改正する条例 

 一般職の任期付職員の採用に関する条例

（平成29年12月世田谷区条例第55号）の一

部を次のように改正する。 

 題名を次のように改める。 

   一般職の任期付職員の採用及び給与

の特例に関する条例 

 第１条中「第３条第２項」を「第３条第

１項及び第２項」に改め、「第７条第１項及
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び第２項」の次に「並びに地方公務員法（昭

和25年法律第261号）第24条第５項」を、「定

めた採用」の次に「及び任期を定めて採用

された職員の給与の特例」を加える。 

 第２条中「任命権者は」の次に「、前項

の規定によるほか」を加え、同条を同条第

２項とし、同条に第１項として次の１項を

加える。 

  任命権者は、高度の専門的な知識経験

又は優れた識見を有する者をその者が有

する当該高度の専門的な知識経験又は優

れた識見を一定の期間活用して遂行する

ことが特に必要とされる業務に従事させ

る場合には、職員を選考により任期を定

めて採用することができる。 

 第５条中「第２条又は第３条」を「第２

条各項又は第３条各項」に改める。 

 第７条中「第２条及び」を「第２条各項

又は」に、「任期付職員」を「第２条第２項

又は第３条の規定により任期を定めて採用

された職員」に改め、同条を第９条とする。 

 第６条の見出し中「職員の給与に関する

条例」を「給与条例」に改め、同条中「職

員の給与に関する条例（昭和26年10月世田

谷区条例第11号）」を「給与条例」に改め、

同条を同条第２項とし、同条に第１項とし

て次の１項を加える。 

  給与条例第５条、第６条、第９条から

第11条まで及び第11条の３の規定は、特

定任期付職員には適用しない。 

 第６条を第８条とし、第５条の次に次の

２条を加える。 

（給与に関する特例） 

第６条 第２条第１項の規定により任期を

定めて採用された職員（以下「特定任期

付職員」という。）には、別表第１の特定

任期付職員給料表を適用する。 

２ 任命権者は、特定任期付職員の号給を、

その者の専門的な知識経験又は識見の度

並びにその者が従事する業務の困難及び

重要の度に応じて別表第２の号給別基準

職務表に従い、前項に規定する給料表に

掲げる号給のいずれかに格付けし、同表

により給料を支給しなければならない。 

３ 任命権者は、特定任期付職員について、

特別の事情により第１項に規定する給料

表に掲げる号給により難いときは、前２

項の規定にかかわらず、特別区人事委員

会の承認を得て、その給料月額を同表に

掲げる７号給の給料月額にその額と同表

に掲げる６号給の給料月額との差額に１

からの各整数を順次乗じて得られる額を

加えた額のいずれかに相当する額（一般

職の職員の給与に関する法律（昭和25年

法律第95号）の指定職俸給表８号俸の額

未満の額に限る。）又は同表８号俸の額に

相当する額とすることができる。 

４ 第２項の規定による号給の格付け及び

前項の規定による給料月額の決定は、予

算の範囲内で行わなければならない。 

（特定任期付職員に対する給与条例の規定

の適用） 

第７条 特定任期付職員に対する職員の給

与に関する条例（昭和26年10月世田谷区

条例第11号。以下「給与条例」という。）

第３条、第18条の３第１項及び第２項、

第20条、第21条第２項、第21条の４第２

項並びに第21条の５第１項の規定の適用

については、給与条例第３条中「この条

例」とあるのは「この条例及び一般職の

任期付職員の採用及び給与の特例に関す

る条例（平成29年12月世田谷区条例第55

号。以下「任期付職員採用条例」という。）

第６条の規定」と、給与条例第18条の３

第１項及び第２項中「第９条の２第１項

の規定に基づき指定する職員」とあるの

は「特定任期付職員」と、給与条例第20

条中「この条例に定める」とあるのは「こ

の条例及び任期付職員採用条例第６条に

規定する」と、給与条例第21条第２項た

だし書中「第９条の２第１項の規定に基

づき指定する職員の期末手当の額は、職

員の給与月額に100分の107.5」とあるのは

「特定任期付職員の期末手当の額は、職

員の給与月額に100分の100」と、給与条

例第21条の４第２項中「第９条の２第１

項の規定に基づき指定する職員にあって

は、100分の135」とあるのは「特定任期

付職員にあっては、100分の92.5」と、給

与条例第21条の５第１項中「第９条の２

第１項の規定に基づき指定する職員」と

あるのは「特定任期付職員」とする。 

 附則の次に別表として次の２表を加える。 

別表第１（第６条関係） 

 特定任期付職員給料表 

号給 給料月額 

１ 

   円 

392,000 

２ 433,000 

３ 483,000 

４ 544,000 

５ 614,000 

６ 697,000 

７ 789,000 

別表第２（第６条関係） 

 号給別基準職務表 

号給 基準となる職務 

１ 高度の専門的な知識経験を有す

る者がその知識経験を活用して

従事する職務 

２ 高度の専門的な知識経験を有す

る者がその知識経験を活用して

従事する困難な職務 

３ 高度の専門的な知識経験を有す

る者がその知識経験を活用して

従事する特に困難な職務 

４ 特に高度の専門的な知識経験を

有する者がその知識経験を活用

して従事する特に困難な職務 

５ 特に高度の専門的な知識経験を

有する者がその知識経験を活用

して従事する特に困難で重要な

職務 

６ 極めて高度の専門的な知識経験

又は優れた識見を有する者がそ

の知識経験等を活用しで従事す

る特に困難で重要な職務 

７ 極めて高度の専門的な知識経験

又は優れた識見を有する者がそ

の知識経験等を活用して従事す

る特に困難で特に重要な職務 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年７月１日から施

行する。ただし、次項の規定は、公布の

日から施行する。 

（準備行為） 

２ 第２条第１項の規定による職員の採用

に関し必要な準備行為は、この条例の施

行前においても行うことができる。 

                    

   職員の勤務時間、休日、休暇等に関

する条例の一部を改正する条例 

 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する

条例（平成10年３月世田谷区条例第14号）

の一部を次のように改正する。 

 第16条の３第１項中「一部」を「全部又

は一部」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和７年10月１日から施行

する。 

                    

   職員の育児休業等に関する条例の一

部を改正する条例 

 職員の育児休業等に関する条例（平成４

年３月世田谷区条例第20号）の一部を次の

ように改正する。 

 第１条中「第19条第１項及び第２項」を

「第19条第１項から第３項まで及び第５項」

に改める。 

 第14条第２号中「及び勤務日ごとの勤務

時間」を削り、「除く」の次に「。次条にお

いて同じ」を加える。 

 第15条の見出しを「（第１号部分休業の承

認）」に改め、同条第１項を次のように改め

る。 

  育児休業法第19条第２項第１号に掲げ

る範囲内で請求する同条第１項に規定す

る部分休業（以下「第１号部分休業」と

いう。）の承認は、30分を単位として行う

ものとする。 

 第15条第２項中「勤務時間条例第16条の

３第１項若しくは幼稚園教育職員勤務時間

条例第18条の３第１項」を「職員の勤務時

間、休日、休暇等に関する条例施行規則（平

成10年３月世田谷区規則第34号。以下「勤

務時間規則」という。）第25条の３第５項若

しくは幼稚園教育職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する条例施行規則（平成12年３

月世田谷区教育委員会規則第10号。以下「幼

稚園教育職員勤務時間規則」という。）第30

条の３第５項」に、「よる子育て部分休暇」

を「よる第１号子育て部分休暇」に、「部分

休業」を「第１号部分休業」に、「当該子育

て部分休暇」を「当該第１号子育て部分休

暇」に改め、「とする」の次に「。なお、勤

務時間規則第25条の３第７項又は幼稚園教

育職員勤務時間規則第30条の３第７項に規

定する第２号子育て部分休暇に係る申出

（申出内容の変更による場合を含む。）をし

ている職員については、第１号部分休業を

承認することはできない」を加え、同条第

３項本文中「部分休業」を「第１号部分休

業」に改め、同項ただし書中「、介護時間

又は子育て部分休暇」を「、介護時間又は

第１号子育て部分休暇」に、「部分休業」を

「第１号部分休業」に、「当該介護時間又は
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子育て部分休暇」を「当該介護時間又は当

該第１号子育て部分休暇」に改め、同条に

次の１項を加える。 

４ 勤務時間条例第18条第２項の規定に基

づく世田谷区規則に規定する第２号子育

て部分休暇に係る申出（申出内容の変更

による場合を含む。）をしている非常勤職

員については、第１号部分休業を承認す

ることはできない。 

 第15条の次に次の４条を加える。 

（第２号部分休業の承認） 

第15条の２ 育児休業法第19条第２項第２

号に掲げる範囲内で請求する同条第１項

に規定する部分休業（以下「第２号部分

休業」という。）の承認は、１時間を単位

として行うものとする。ただし、次の各

号に掲げる場合にあっては、当該各号に

定める時間数の第２号部分休業を承認す

ることができる。 

 ⑴ １回の勤務に係る日ごとの勤務時間

に分を単位とした時間がある場合であ

って、当該勤務時間の全てについて承

認の請求があったとき 当該勤務時間

の時間数 

 ⑵ 第２号部分休業の残時間数に１時間

未満の端数がある場合であって、当該

残時間数の全てについて承認の請求が

あったとき 当該残時間数 

２ 勤務時間規則第25条の３第５項、幼稚

園、教育職員勤務時間規則第30条の３第

５項又は勤務時間条例第18条第２項の規

定に基づく世田谷区規則に規定する第１

号子育て部分休暇に係る申出（申出内容

の変更による場合を含む。）をしている職

員については、第２号部分休業を承認す

ることはできない。 

（育児休業法第19条第２項の条例で定める

１年の期間） 

第15条の３ 育児休業法第19条第２項の条

例で定める１年の期間は、毎年４月１日

から翌年３月31日までとする。 

（育児休業法第19条第２項第２号の人事院

規則で定める時間を基準として条例で定め

る時間） 

第15条の４ 育児休業法第19条第２項第２

号の人事院規則で定める時間を基準とし

て条例で定める時間は、次の各号に掲げ

る職員の区分に応じ、当該各号に定める

時間とする。ただし、勤務時間規則第25

条の３第７項、幼稚園教育職員勤務時間

規則第30条の３第７項又は勤務時間条例

第18条第２項の規定に基づく世田谷区規

則に規定する第２号子育て部分休暇の承

認を受けて勤務しない時間がある職員に

ついては、当該各号に定める時間から当

該第２号子育て部分休暇の承認を受けて

勤務しない時間を減じた時間とする。 

 ⑴ 非常勤職員以外の職員 77時間30分 

 ⑵ 非常勤職員 当該非常勤職員の勤務

日１日当たりの平均勤務時間（全勤務

日の勤務時間の合計を当該全勤務日の

日数で除して得た時間（その時間に１

分未満の端数があるときは、これを切

り捨てた時間）をいう。）に10を乗じて

得た時間 

（育児休業法第19条第３項の条例で定める

特別の事情） 

第15条の５ 育児休業法第19条第３項の条

例で定める特別の事情は、配偶者等が負

傷又は疾病により入院したこと、配偶者

等と別居したことその他の同条第２項の

規定による申出時に予測することができ

なかった事実が生じたことにより同条第

３項の規定による変更（以下「第３項変

更」という。）をしなければ同項の職員の

小学校就学の始期に達するまでの子の養

育に著しい支障が生じると任命権者が認

める事情とする。 

 第16条中「部分休業」を「育児休業法第

19条第１項に規定する部分休業」に改める。 

 第17条を次のように改める。 

（部分休業の承認の取消事由） 

第17条 育児休業法第19条第６項において

準用する育児休業法第５条第２項の条例

で定める事由は、職員が第３項変更をし

たときとする。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年10月１日から施

行する。 

（経過措置） 

２ 地方公務員の育児休業等に関する法律

（平成３年法律第110号。以下「育児休業

法」という。）第19条第２項第２号に掲げ

る範囲内において、この条例の施行の日

から令和８年３月31日までの間における

育児休業法第19条第１項に規定する部分

休業の承認の請求をする場合におけるこ

の条例による改正後の職員の育児休業等

に関する条例第15条の４の規定の適用に

ついては、同条第１号中「77時間30分」

とあるのは「38時間45分」と、同条第２

号中「10」とあるのは「５」とする。 

                    

   幼稚園教育職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する条例の一部を改正す

る条例 

 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇

等に関する条例（平成12年３月世田谷区条

例第21号）の一部を次のように改正する。 

 第18条の３第１項中「規則」を「教育委

員会規則」に、「一部」を「全部又は一部」

に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和７年10月１日から施行

する。 

                    

   世田谷区特別区税条例の一部を改正

する条例 

 世田谷区特別区税条例（昭和39年12月世

田谷区条例第74号）の一部を次のように改

正する。 

 第17条中「又は扶養控除額」を「、扶養

控除額又は特定親族特別控除額」に改める。 

 第23条第１項ただし書中「若しくは法」

を「、法」に改め、「扶養控除額」の次に「若

しくは特定親族特別控除額（特定親族（同

条第１項第12号に規定する特定親族をいう。

第24条の２第１項第３号及び第24条の３第

１項において同じ。）（前年の合計所得金額

が85万円以下であるものに限る。）に係るも

のを除く。）」を加える。 

 第24条の２第１項第３号中「扶養親族」

の次に「又は特定親族」を加える。 

 第24条の３第１項各号列記以外の部分中

（者に限る。）」の次に「若しくは特定親族

（退職手当等に係る所得を有する者であっ

て、合計所得金額が85万円以下であるもの

に限る。）」を加え、同項第３号中「扶養親

族」の次に「又は特定親族」を加える。 

 付則に次の１条を加える。 

（加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準

の特例） 

第19条 令和８年４月１日以後に第47条の

２第１項の売渡し又は同条第２項の売渡

し若しくは消費等（次項において「売渡

し等」という。）が行われた加熱式たばこ

（第47条第１号ホに掲げる加熱式たばこ

をいい、第48条の２の規定により製造た

ばことみなされるものを含む。以下この

条において同じ。）に係る第49条第１項の

製造たばこの本数は、同条第３項の規定

にかかわらず、当分の間、次の各号に掲

げる区分に応じ、当該各号に定める方法

により換算した紙巻たばこ（第47条第１

号イに掲げる紙巻たばこをいう。以下こ

の項及び次項において同じ。）の本数によ

るものとする。 

 ⑴ 葉たばこ（たばこ事業法第２条第２

号に規定する葉たばこをいう。）を原料

の全部又は一部としたものを紙その他

これに類する材料のもので巻いた加熱

式たばこ（当該葉たばこを原料の全部

又は一部としたものを施行規則附則第

８条の４の２に規定するところにより

直接加熱することによって喫煙の用に

供されるものに限る。） 当該加熱式た

ばこの重量（フィルターその他の施行

規則附則第８条の４の３に規定するも

のに係る部分の重量を除く。以下この

項から第３項までにおいて同じ。）の

0.35グラムをもって紙巻たばこの１本に

換算する方法。ただし、当該加熱式た

ばこの１本あたりの重量が0.35グラム未

満である場合にあっては、当該加熱式

たばこの１本をもって紙巻たばこの１

本に換算する方法 

 ⑵ 前号に掲げるもの以外の加熱式たば

こ 当該加熱式たばこの重量0.2グラム

をもって紙巻たばこ１本に換算する方

法。ただし、当該加熱式たばこの品目

ごとの１個当たりの重量が４グラム未

満である場合にあっては、当該加熱式

たばこの品目ごとの１個をもって紙巻

たばこの20本に換算する方法 

２ 前項の規定により加熱式たばこのうち

同項第１号ただし書の規定の適用を受け

るもの及び同項第２号ただし書の規定の

適用を受けるもの以外のものの重量を紙

巻たばこの本数に換算する場合における

計算は、売渡し等が行われた加熱式たば

この品目ごとの１個当たりの重量に当該

加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて

得た重量を同項各号に掲げる区分ごとに

合算し、その合計重量を紙巻たばこの本

数に換算する方法により行うものとする。 

３ 前項の計算に関し、同項の加熱式たば

この品目ごとの１個あたりの重量に0.1グ



 

 

令和７年７月22日（第772号） 

－ 5 － 

ラム未満の端数がある場合には、その端

数を切り捨てるものとする。 

４ 第１項第２号に掲げる加熱式たばこ（第

48条の２の規定により製造たばことみな

されるものに限る。）のうち、次に掲げる

ものについては、同号ただし書の規定は、

適用しない。 

 ⑴ 第１項第１号に掲げる加熱式たばこ

と併せて喫煙の用に供されるもの 

 ⑵ 第１項第２号に掲げる加熱式たばこ

（第48条の２の規定により製造たばこ

とみなされるものを除く。）と併せて喫

煙の用に供される加熱式たばこ（同条

の規定により製造たばことみなされる

ものに限る。）であって当該加熱式たば

このみの品目のもの 

   附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和８年１月１日か

ら施行する。ただし、付則に１条を加え

る改正規定及び附則第３条の規定は、同

年４月１日から施行する。 

（特別区民税に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の世田谷区

特別区税条例（以下「新条例」という。）

第17条及び第23条第１項ただし書の規定

は、令和８年度以後の年度分の特別区民

税について適用し、令和７年度分までの

特別区民税については、なお従前の例に

よる。 

２ 令和８年度分の特別区民税に係る申告

書の提出に係る新条例第23条第１項の規

定の適用については、 同項ただし書中 「特

定親族特別控除額（特定親族（同条第１

項第12号に規定する特定親族をいう。第

24条の２第１項第３号及び第24条の３第

１項において同じ。）（前年の合計所得金

額が85万円以下であるものに限る。）に係

るものを除く。）」とあるのは、「特定親族

特別控除額」とする。 

３ 新条例第24条の２第１項第３号の規定

は、令和８年１月１日以後に支払を受け

るべき新条例第23条第１項ただし書に規

定する給与について提出する新条例第24

条の２第１項及び第３項の規定による申

告書について適用し、同日前に支払を受

けるべきこの条例による改正前の世田谷

区特別区税条例 （以下  「旧条例」  という。）

第23条第１項ただし書に規定する給与に

ついて提出した旧条例第24条の２第１項

及び第３項の規定による申告書について

は、なお従前の例による。 

４ 新条例第24条の３第１項の規定は、令

和８年１月１日以後に支払を受けるべき

所得税法（昭和40年法律第33号）第203条

の６第１項に規定する公的年金等（同法

第203条の７の規定の適用を受けるものを

除く。 以下この項において 「公的年金等」

という。）について提出する新条例第24条

の３第１項の規定による申告書について

適用し、同日前に支払を受けるべき公的

年金等について提出した旧条例第24条の

３第１項の規定による申告書については、

なお従前の例による。 

（特別区たばこ税に関する経過措置） 

第３条 次項に定めるものを除き、令和８

年４月１日前に課した、又は課すべきで

あった加熱式たばこ（新条例付則第19条

第１項に規定する加熱式たばこをいう。

次項において同じ。）に係る特別区たばこ

税については、なお従前の例による。 

２ 令和８年４月１日から同年９月30日ま

での間に、世田谷区特別区税条例第47条

の２第１項の売渡し又は同条第２項の売

渡し若しくは消費等が行われた加熱式た

ばこに係る同条例第49条第１項の製造た

ばこの本数は、同条第３項及び新条例付

則第19条の規定にかかわらず、次に掲げ

る製造たばこの本数の合計数によるもの

とする。 

 ⑴ 世田谷区特別区税条例第49条第３項

の規定により換算した紙巻たばこ（新

条例付則第19条第１項に規定する紙巻

たばこをいう。次号において同じ。）の

本数に0.5を乗じて計算した製造たばこ

の本数 

 ⑵ 新条例付則第19条の規定により換算

した紙巻たばこの本数に0.5を乗じて計

算した製造たばこの本数 

３ 前項各号に掲げる製造たばこの本数に

１本未満の端数がある場合には、その端

数を切り捨てるものとする。 

                    

   世田谷区行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に

関する条例の一部を改正する条例 

 世田谷区行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する条例

（平成27年10月世田谷区条例第36号）の一

部を次のように改正する。 

 別表第１区長の部に次のように加える。 

25 心身障害者世帯に対する福祉電話使

用料の助成に関する事務であって規則

で定めるもの 

 別表第２区長の部に次のように加える。 

30 心身障害者世帯

に対する福祉電話

使用料の助成に関

する事務であって

規則で定めるもの 

地方税関係情報で

あって規則で定め

るもの 

住民票関係情報で

あって規則で定め

るもの 

生活保護関係情報

であって規則で定

めるもの 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

                    

   世田谷区清掃・リサイクル条例の一

部を改正する条例 

 世田谷区清掃・リサイクル条例（平成11

年12月世田谷区条例第52号）の一部を次の

ように改正する。 

 第38条第１項ただし書を削り、同条に次

の２項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、第55条第２

項に規定する者は、粗大ごみを排出する

ときは、規則で定めるところにより、必

要事項を記載した紙面を添付しなければ

ならない。 

３ 前２項の規定にかかわらず、災害その

他やむを得ない事由があると区長が認め

るときは、区長の指示に従わなければな

らない。 

 第55条中第２項を第３項とし、第１項の

次に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、区長は、同

項の廃棄物処理手数料をあらかじめ納付

した者であって規則で定めるもの及び第

58条の規定により前条第１項の粗大ごみ

の廃棄物処理手数料を免除された者につ

いては、有料粗大ごみ処理券の交付を省

略するものとする。 

   附 則 

１ この条例は、令和７年10月１日（以下

「施行日」という。）から施行する。 

２ この条例による改正後の第38条並びに

第55条第２項及び第３項の規定は、施行

日以後に区長が申込みを受けた粗大ごみ

の排出について適用し、施行日前に区長

が申込みを受けた粗大ごみの排出につい

ては、なお従前の例による。 

                    

   世田谷区特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業の運営の基準等に

関する条例の一部を改正する条例 

 世田谷区特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業の運営の基準等に関する条例

（平成26年９月世田谷区条例第37号）の一

部を次のように改正する。 

 第13条第４項第３号ア（ア）中「教育・保育

認定子ども」を「教育・保育給付認定子ど

も」に改め、同号ア（イ）中「235,000円」を

「57,700円（令第４条第２項第６号に規定す

る特定教育・保育給付認定保護者にあって

は、77,101円）」に改め、同号エを同号オと

し、同号ウの次に次のように加える。 

  エ アからウまでに掲げるもののほか、

世田谷区が認定する満３歳以上教

育・保育給付認定子どもに対する食

事の提供（法第19条第１号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子どもに対する食

事の提供に要する費用のうち、区市

町村等の補助等を充当してもなお必

要と認められるものを除く。） 

 第42条中第３項を第４項とし、第２項を

第３項とし、第１項の次に次の１項を加え

る。 

２ 区長は、児童福祉法第24条第３項の規

定による調整を行うに当たって、特定地

域型保育事業者による特定地域型保育の

提供を受けていた満３歳未満保育認定子

どもを優先的に取り扱う措置その他の特

定地域型保育事業者による特定地域型保

育の提供の終了に際して、当該満３歳未

満保育認定子どもに係る教育・保育給付

認定保護者の希望に基づき、引き続き必

要な教育又は保育が提供されるよう必要

な措置を講じているときは、前項第３号

の規定を適用しないこととすることがで

きる。 

   附 則 

１ この条例は、令和７年９月１日から施

行する。ただし、第42条中第３項を第４

項とし、第２項を第３項とし、第１項の

次に１項を加える改正規定は、公布の日

から施行する。 
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２ この条例による改正後の第13条第４項

第３号の規定は、令和７年９月以後の月

分の食事の提供に要する費用（同号に規

定する費用をいう。以下同じ。）について

適用し、同月前の月分の食事の提供に要

する費用については、なお従前の例によ

る。 

                    

   世田谷区保育料条例の一部を改正す

る条例 

 世田谷区保育料条例（平成26年12月世田

谷区条例第54号）の一部を次のように改正

する。 

 第３条第１項中「特定教育・保育、特別

利用保育、特別利用教育」を「特定教育・

保育のうち保育、特別利用保育」に改め、

「（以下「特定教育・保育等」という。）」を

削り、「は、当該」を「が当該」に、「、保

育料を支払わなければならない」を「支払

うべき保育料の額は、別表第１に定めると

おりとする」に改め、同条第２項を次のよ

うに改める。 

２ 特定教育・保育のうち教育又は特別利

用教育を利用する教育・保育給付認定子

どもの保護者若しくは扶養義務者又は教

育・保育給付認定子どもが当該教育・保

育給付認定子どもの年齢、世帯の所得の

状況その他の事情に応じて支払うべき保

育料の額は、零とする。 

 第３条第３項中「前項」を「前２項」に

改め、同条第４項中「特定教育・保育等」

を「特定教育・保育、特別利用保育、特別

利用教育、特定地域型保育、特別利用地域

型保育又は特定利用地域型保育（以下「特

定教育・保育等」という。）」に改め、同条

第５項中「。以下同じ」を削る。 

 第４条を次のように改める。 

第４条 削除 

 第５条第１項中「は、当該」を「が当該」

に、「、区立保育園延長保育料を区長に支払

わなければならない」を「区長に支払うべ

き区立保育園延長保育料の額は、別表第２

に定めるとおりとする」に改め、同条中第

２項を削り、第３項を第２項とする。 

 第５条の２第１項中「は、世帯」を「が

世帯」に、「、区立保育園給食費を支払わな

ければならない」を「区長に支払うべき区

立保育園給食費の１人当たりの月額は、別

表第１に掲げる階層区分にかかわらず、零

とする」に改め、同項に次のただし書を加

える。 

  ただし、区外に住所を有する教育・保

育給付認定子ども（区外に住所を有する

ことについて、やむを得ない理由がある

と区長が認める者を除く。以下同じ。）に

係る区立保育園給食費の１人当たりの月

額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応

じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

 ⑴ 別表第１に掲げる階層区分がＡ階層

からＤ９階層までに属する世帯 零 

 ⑵ 別表第１に掲げる階層区分がＤ10階

層からＤ30階層までに属する世帯 

4,500円 

 第５条の２中第２項を削り、第３項を第

２項とする。 

 第５条の３中「前条第２項」を「前条第

１項ただし書」に、「教育・保育給付認定子

ども」を「区外に住所を有する教育・保育

給付認定子ども」に改める。 

 第６条中「（以下「保育料等」という。）」

を削る。 

 第７条中「保育料等」を「区立保育園延

長保育料又は区立保育園給食費」に改める。 

 別表第１備考以外の部分を次のように改

める。 

 

別表第１（第３条、第５条の２関係） 

世帯の階層区分 保育料の月額（１人につき） 

階層 定義 
３歳未満児 ３歳以上児 

保育標準時間 保育短時間  

Ａ 生活保護法（昭和25年法律第144号）による被保護世帯 ０円 ０円 ０円 

Ｂ１ Ａ階層を除き、所得割課税額が０円の世帯（均等割のみ課

税世帯を含む。） 

０円 ０円 ０円 

Ｄ１ Ａ階層を除き、所

得割課税額が０

円以外の世帯 

所得割課税額が12,000円未満である世

帯 

０円 ０円 ０円 

Ｄ２ 所得割課税額が12,000円以上37,000円

未満である世帯 

０円 ０円 ０円 

Ｄ３ 所得割課税額が37,000円以上52,000円

未満である世帯 

０円 ０円 ０円 

Ｄ４ 所得割課税額が52,000円以上82,000円

未満である世帯 

０円 ０円 ０円 

Ｄ５ 所得割課税額が82,000円以上122,000円

未満である世帯 

０円 ０円 ０円 

Ｄ６ 所得割課税額が122,000円以上162,000

円未満である世帯 

０円 ０円 ０円 

Ｄ７ 所得割課税額が162,000円以上202,000

円未満である世帯 

０円 ０円 ０円 

Ｄ８ 所得割課税額が202,000円以上220,000

円未満である世帯 

０円 ０円 ０円 

Ｄ９ 所得割課税額が220,000円以上235,000

円未満である世帯 

０円 ０円 ０円 

Ｄ10 所得割課税額が235,000円以上250,000

円未満である世帯 

０円 ０円 ０円 

Ｄ11 所得割課税額が250,000円以上265,000

円未満である世帯 

０円 ０円 ０円 

Ｄ12 所得割課税額が265,000円以上280,000

円未満である世帯 

０円 ０円 ０円 

Ｄ13 所得割課税額が280,000円以上295,000

円未満である世帯 

０円 ０円 ０円 

Ｄ14 所得割課税額が295,000円以上310,000

円未満である世帯 

０円 ０円 ０円 

Ｄ15 所得割課税額が310,000円以上325,000

円未満である世帯 

０円 ０円 ０円 

Ｄ16 所得割課税額が325,000円以上340,000

円未満である世帯 

０円 ０円 ０円 
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Ｄ17 所得割課税額が340,000円以上355,000

円未満である世帯 

０円 ０円 ０円 

Ｄ18 所得割課税額が355,000円以上370,000

円未満である世帯 

０円 ０円 ０円 

Ｄ19 所得割課税額が370,000円以上385,000

円未満である世帯 

０円 ０円 ０円 

Ｄ20 所得割課税額が385,000円以上400,000

円未満である世帯 

０円 ０円 ０円 

Ｄ21 所得割課税額が400,000円以上445,000

円未満である世帯 

０円 ０円 ０円 

Ｄ22 所得割課税額が445,000円以上490,000

円未満である世帯 

０円 ０円 ０円 

Ｄ23 所得割課税額が490,000円以上570,000

円未満である世帯 

０円 ０円 ０円 

Ｄ24 所得割課税額が570,000円以上650,000

円未満である世帯 

０円 ０円 ０円 

Ｄ25 所得割課税額が650,000円以上730,000

円未満である世帯 

０円 ０円 ０円 

Ｄ26 所得割課税額が730,000円以上840,000

円未満である世帯 

０円 ０円 ０円 

Ｄ27 所得割課税額が840,000円以上950,000

円未満である世帯 

０円 ０円 ０円 

Ｄ28 所得割課税額が950,000円以上

1,130,000円未満である世帯 

０円 ０円 ０円 

Ｄ29 所得割課税額が1,130,000円以上

1,310,000円未満である世帯 

０円 ０円 ０円 

Ｄ30 所得割課税額が1,310,000円以上である

世帯 

０円 ０円 ０円 

   附 則 

１ この条例は、令和７年９月１日から施

行する。 

２ この条例による改正後の世田谷区保育

料条例の規定は、令和７年９月以後の月

分の保育料（世田谷区保育料条例第１条

に規定する保育料をいう。以下同じ。）、

区立保育園延長保育料（同条に規定する

区立保育園延長保育料をいう。以下同じ。）

及び区立保育園給食費（同条に規定する

区立保育園給食費をいう。以下同じ。）に

ついて適用し、同月前の月分の保育料、

区立保育園延長保育料及び区立保育園給

食費については、なお従前の例による。 

                    

   世田谷区立学校設置条例の一部を改

正する条例 

 世田谷区立学校設置条例（昭和39年３月

世田谷区条例第21号）の一部を次のように

改正する。 

 別表３の部に次のように加える。 

 同北沢学園中学校 同     北沢四

丁目32番20号 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行

する。 

                    

   世田谷区立認定こども園保育料条例

の一部を改正する条例 

 世田谷区立認定こども園保育料条例（平

成27年12月世田谷区条例第70号）の一部を

次のように改正する。 

 第５条第２項中「別表第１に」を「零と

し」に、「第５条の２第２項」を「第５条の

２第１項」に改め、同条第３項を同条第４

項とし、同条第２項の次に次の１項を加え

る。 

３ 前項の規定にかかわらず、区外に住所

を有する教育・保育給付認定子ども（区

外に住所を有することについて、やむを

得ない理由があると委員会が認める者を

除く。以下同じ。）に係る給食費の額は、

特定教育・保育のうち教育に係るもの及

び特別利用教育に係るものについては、

別表第１に定めるとおりとする。 

 第６条中「前条第２項」を「前条第３項」

に、「教育・保育給付認定子ども」を「区外

に住所を有する教育・保育給付認定子ども」

に改める。 

 別表第２預かり保育料の日額（１人につ

き）の欄中「250円」を「200円」に、「400

円」を「350円」に、「1,200円」を「860円」

に、「1,000円」を「660円」に、「370円」を

「320円」に改め、同表備考に次の１項を加

える。 

  ３ 区外に住所を有する教育・保育給

付認定子どもに係る預かり保育料の

日額は、区分Ｂ、Ｃ及びＧにおいて

は給食費として50円を、区分Ｄ及び

Ｅにおいては給食費として340円を加

算した額とする。 

   附 則 

１ この条例は、令和７年９月１日から施

行する。 

２ この条例による改正後の第５条、第６

条及び別表第２の規定は、令和７年９月

以後の月分の給食費及び預かり保育料

（世田谷区立認定こども園保育料条例第

１条に規定する預かり保育料をいう。以

下同じ。）について適用し、同月前の月分

の給食費及び預かり保育料については、

なお従前の例による。 

                    

規   則 
                    

 次に掲げる規則を公布する。 

  令和７年６月16日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 

世田谷区規則第78号 

 職員の退職手当に関する条例施行規則の

一部を改正する規則 

世田谷区規則第79号 

 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する

条例施行規則の一部を改正する規則 

世田谷区規則第80号 

 会計年度任用職員の勤務時間、休日、休

暇等に関する規則の一部を改正する規則 

世田谷区規則第81号 

 職員の育児休業等に関する条例施行規則

の一部を改正する規則 

世田谷区規則第82号 

 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に

関する条例施行規則の一部を改正する規

則 

世田谷区規則第83号 

 職員の管理職員特別勤務手当に関する規

則の一部を改正する規則 

世田谷区規則第84号 

 職員の期末手当に関する規則の一部を改

正する規則 

世田谷区規則第85号 

 職員の勤勉手当に関する規則の一部を改

正する規則 

世田谷区規則第86号 

 世田谷区行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する条

例施行規則の一部を改正する規則 
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世田谷区規則第87号 

 世田谷区清掃・リサイクル条例施行規則

の一部を改正する規則 

世田谷区規則第88号 

 世田谷区保育料条例施行規則の一部を改

正する規則 

                    

   職員の退職手当に関する条例施行規

則の一部を改正する規則 

 職員の退職手当に関する条例施行規則

（昭和31年12月世田谷区規則第15号）の一

部を次のように改正する。 

 別表第１号区分の項に次の１号を加える。 

 ⑸ 一般職の任期付職員の採用及び給与

の特例に関する条例（平成29年12月世

田谷区条例第55号）第２条第１項の規

定により任期を定めて採用された職員

（以下「特定任期付職員」という。）で

部長（世田谷区組織規則（平成３年３

月世田谷区規則第７号。以下「組織規

則」という。）に規定する部長をいう。）

の職又はこれに準ずる職にあるもの 

 別表第２号区分の項に次の１号を加える。 

 ⑹ 特定任期付職員で課長（組織規則に

規定する課長をいう。）の職又はこれに

準ずる職にあるもの 

   附 則 

 この規則は、令和７年７月１日から施行

する。 

                    

   職員の勤務時間、休日、休暇等に関

する条例施行規則の一部を改正する

規則 

 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する

条例施行規則（平成10年３月世田谷区規則

第34号）の一部を次のように改正する。 

 第13条第４項第２号中「及び第16条」を

「、第16条及び第16条の３」に改め、同項

に次の１号を加える。 

 ⑼ 育児休業法第19条第１項の規定によ

り部分休業を承認されて勤務しなかっ

た期間 

 第25条第12項中「、正規の勤務時間の始

め又は終わりにおいて」を削り、同項ただ

し書を削る。 

 第25条の２第２項中「、正規の勤務時間

の始め又は終わりに」を削り、同条第３項

中「よる部分休業又は条例第16条の３第１

項の規定による子育て部分休暇」を「よる

部分休業（以下「第１号部分休業」という。）

又は次条第５項に規定する第１号子育て部

分休暇」に、「当該部分休業又は当該子育て

部分休暇」を「当該第１号部分休業又は当

該第１号子育て部分休暇」に改める。 

 第25条の３第１項を次のように改める。 

  条例第16条の３第１項に規定する子育

て部分休暇（以下「子育て部分休暇」と

いう。）の申請をしようとする職員は、毎

年４月１日から翌年３月31日までの期間

ごとに、あらかじめ、次の各号に掲げる

範囲内のうちいずれの範囲内で当該期間

における子育て部分休暇を申請するかを

任命権者に申し出るものとする。 

 ⑴ １日につき２時間を超えない範囲内 

 ⑵ １年につき77時間30分を超えない範

囲内 

 第25条の３第２項中「満12歳に達する日

以後」を「満12歳に達する日後」に改め、

同条第９項を同条第14項とし、同条第８項

第２号を次のように改める。 

 ⑵ 職員が第３項変更をしたとき。 

 第25条の３第８項第３号を削り、同項を

同条第13項とし、同条第７項を同条第12項

とし、同条第６項中「でない」を「でない。

また、次の各号に掲げる場合については、

承認することができない」に改め、同項に

次の各号を加える。 

 ⑴ 第２号部分休業に係る申出（申出内

容の変更による場合を含む。）をしてい

る職員について、第１号子育て部分休

暇の申請があった場合 

 ⑵ 第１号部分休業に係る申出（申出内

容の変更による場合を含む。）をしてい

る職員について、第２号子育て部分休

暇の申請があった場合 

 第25条の３第６項を同条第11項とし、同

条第５項中「申請」の次に「、第１項申出

及び第３項変更」を加え、同項を同条第10

項とし、同条第４項中「養育を必要とする

事由を確認する必要があると認めるときは、

証明書等」を「次の各号に掲げる場合にあ

っては、当該各号に係る証明書等」に改め、

同項に次の各号を加える。 

 ⑴ 養育を必要とする事由を確認する必

要があると認める場合 

 ⑵ 第１項申出時に予測することができ

なかった事実が生じたことにより第３

項変更をしなければ当該子育て部分休

暇に係る子の養育に著しい支障が生じ

るか否かを判断するため必要があると

認める場合 

 第25条の３第４項を同条第９項とし、同

条第３項中「職員の育児休業等に関する条

例第15条の規定による部分休業」を「第１

号部分休業」に、「子育て部分休暇」を「第

１号子育て部分休暇」に、「当該部分休業」

を「当該第１号部分休業」に改め、同項を

同条第６項とし、同項の次に次の２項を加

える。 

７ 第１項第２号に掲げる範囲内で申請す

る子育て部分休暇（以下「第２号子育て

部分休暇」という。）の承認は、１時間を

単位として行うものとする。ただし、次

の各号に掲げる場合にあっては、当該各

号に定める時間数の第２号子育て部分休

暇を承認することができる。 

 ⑴ １回の勤務に係る日ごとの勤務時間

に分を単位とした時間がある場合であ

って、当該勤務時間の全てについて申

請があったとき 当該勤務時間の時間

数 

 ⑵ 第２号子育て部分休暇の残時間数に

１時間未満の端数がある場合であって、

当該残時間数の全てについて申請があ

ったとき 当該残時間数 

８ 職員の育児休業等に関する条例第15条

の２の規定による部分休業（以下「第２

号部分休業」という。）の承認を受けて勤

務しない時間がある職員に対する第２号

子育て部分休暇の承認については、第１

項第２号に掲げる時間から、当該第２号

部分休業の承認を受けて勤務しない時間

を減じた時間を超えない範囲内で行うも

のとする。 

 第25条の３第２項の次に次の３項を加え

る。 

３ 第１項の規定による申出（以下「第１

項申出」という。）をした職員は、配偶者

等が負傷又は疾病により入院したこと、

配偶者等と別居したことその他当該申出

時に予測することができなかった事実が

生じたことにより当該申出内容の変更（以

下「第３項変更」という。）をしなければ

当該職員の子の養育に著しい支障が生じ

ると任命権者が認める場合に限り、当該

申出の内容を変更することができる。 

４ 第１項申出をした職員は、当該申出を

した範囲内（第３項変更をした場合にあ

っては、その変更後の範囲内）において、

子育て部分休暇を申請することができる。 

５ 第１項第１号に掲げる範囲内で申請す

る子育て部分休暇（以下「第１号子育て

部分休暇」という。）の承認は、30分を単

位として行うものとする。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年10月１日から施

行する。ただし、次項の規定は、同年７

月１日から施行する。 

（施行前の準備） 

２ この規則による改正後の第25条の規定

による介護休暇、改正後の第25条の２の

規定による介護時間及び改正後の第25条

の３の規定による子育て部分休暇の取得

のために必要な手続きは、令和７年10月

１日前においても行うことができる。 

（経過措置） 

３ この規則による改正後の第25条の３第

１項第２号に掲げる範囲内において、令

和７年10月１日から令和８年３月31日ま

での間における職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する条例（平成10年３月世田

谷区条例第14号）第16条の３第１項に規

定する子育て部分休暇（以下「子育て部

分休暇」という。）の申請（この規則によ

る改正後の第25条の３第４項の規定によ

る申請をいう。以下同じ。）をする場合に

おける同号の規定の適用については、同

号中「77時間30分」とあるのは、「38時間

45分」とする。 

４ 令和７年９月30日において、同年10月

１日以後も引き続いてこの規則による改

正前の第25条の３の規定による子育て部

分休暇の承認（以下「改正前の子育て部

分休暇の承認」という。）を受けている職

員のうち、同年９月30日までにこの規則

による改正後の第25条の３第５項に規定

する第１号子育て部分休暇（以下「第１

号子育て部分休暇」という。）について附

則第２項の規定による申出（同条第１項

の規定による申出をいう。以下同じ。）が

なく、かつ、同条第７項に規定する第２

号子育て部分休暇について附則第２項の

規定による申出がないものは、同年10月

１日において、改正前の子育て部分休暇

の承認を受けた内容で第１号子育て部分

休暇の申出及び申請をした者とみなす。 
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   会計年度任用職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する規則の一部を改正す

る規則 

 会計年度任用職員の勤務時間、休日、休

暇等に関する規則（令和２年１月世田谷区

規則第４号）の一部を次のように改正する。 

 第13条第６項第２号中「この条」の次に

「、第15条（日を単位とする場合を除く。）」

を加え、「及び第29条」を「、第29条及び第

32条の２」に改め、同項に次の１号を加え

る。 

 ⑺ 育児休業法第19条第１項の規定によ

り部分休業を承認されて勤務しなかっ

た期間 

 第29条第４項中「、申請するその会計年

度任用職員について定められた勤務時間の

始め又は終わりにおいて」を削り、同項た

だし書を削る。 

 第31条第２項中「、申請する会計年度任

用職員について定められた勤務時間の始め

又は終わりにおいて」を削り、同条第３項

中「第32条の２に規定する子育て部分休暇」

を「第32条の２第５項に規定する第１号子

育て部分休暇」に改め、「規定する部分休業」

の次に「（以下「第１号部分休業」という。）」

を加え、「当該子育て部分休暇又は当該部分

休業」を「当該第１号子育て部分休暇又は

当該第１号部分休業」に改める。 

 第32条の２及び第32条の３を次のように

改める。 

（子育て部分休暇） 

第32条の２ 任命権者は、会計年度任用職

員が満６歳に達する日の翌日以後の最初

の４月１日から満12歳に達する日以後の

最初の３月31日までの間にある当該会計

年度任用職員の子又は満12歳に達する日

後の最初の４月１日から満18歳に達する

日以後の最初の３月31日までの間にある

障害児等を養育するため、１日の勤務時

間の全部又は一部につき勤務しないこと

が相当であると認められる場合における

休暇として、子育て部分休暇を承認する

ものとする。 

２ 前項に規定する子育て部分休暇（以下

「子育て部分休暇」という。）の申請をし

ようとする会計年度任用職員は、毎年４

月１日から翌年３月31日までの期間ごと

に、あらかじめ、次の各号に掲げる範囲

内のうちいずれの範囲内で当該期間にお

ける子育て部分休暇を申請するかを任命

権者に申し出るものとする。 

 ⑴ １日につき基準時間を超えない範囲

内 

 ⑵ １年につき当該会計年度任用職員の

勤務日１日当たりの平均勤務時間（全

勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務

日の日数で除して得た時間（その時間

に１分未満の端数があるときは、これ

を切り捨てた時間）をいう。）に10を乗

じて得た時間を超えない範囲内 

３ 前項の規定による申出（以下「第２項

申出」という。）をした会計年度任用職員

は、配偶者等が負傷又は疾病により入院

したこと、配偶者等と別居したことその

他当該申出時に予測することができなか

った事実が生じたことにより当該申出内

容の変更（以下「第３項変更」という。）

をしなければ当該会計年度任用職員の子

の養育に著しい支障が生じると任命権者

が認める場合に限り、当該申出の内容を

変更することができる。 

４ 第２項申出をした会計年度任用職員は、

当該申出をした範囲内（第３項変更をし

た場合にあっては、その変更後の範囲内）

において、子育て部分休暇を申請するこ

とができる。 

５ 第２項第１号に掲げる範囲内で申請す

る子育て部分休暇（以下「第１号子育て

部分休暇」という。）の承認は、30分を単

位として行うものとする。 

６ 第22条に規定する育児時間、第31条に

規定する介護時間又は第１号部分休業の

承認を受けて勤務しない時間がある会計

年度任用職員に対する第１号子育て部分

休暇の承認については、１日につき基準

時間から当該育児時間、当該介護時間又

は当該第１号部分休業の承認を受けて勤

務しない時間を減じた時間を超えない範

囲内で行うものとする。 

７ 第２項第２号に掲げる範囲内で申請す

る子育て部分休暇（以下「第２号子育て

部分休暇」という。）の承認は、１時間を

単位として行うものとする。ただし、次

の各号に掲げる場合にあっては、当該各

号に定める時間数の第２号子育て部分休

暇を承認することができる。 

 ⑴ １回の勤務に係る日ごとの勤務時間

に分を単位とした時間がある場合であ

って、当該勤務時間の全てについて申

請があったとき 当該勤務時間の時間

数 

 ⑵ 第２号子育て部分休暇の残時間数に

１時間未満の端数がある場合であって、

当該残時間数の全てについて申請があ

ったとき 当該残時間数 

８ 職員の育児休業等に関する条例第15条

の２の規定による部分休業（以下「第２

号部分休業」という。）の承認を受けて勤

務しない時間がある会計年度任用職員に

対する第２号子育て部分休暇の承認につ

いては、第２項第２号に掲げる時間から、

当該第２号部分休業の承認を受けて勤務

しない時間を減じた時間を超えない範囲

内で行うものとする。 

９ 任命権者は、子育て部分休暇について、

次の各号に掲げる場合にあっては、当該

各号に係る証明書等の提出を求めること

ができる。 

 ⑴ 養育を必要とする事由を確認する必

要があると認める場合 

 ⑵ 第２項申出時に予測することができ

なかった事実が生じたことにより第３

項変更をしなければ当該子育て部分休

暇に係る子の養育に著しい支障が生じ

るか否かを判断するため必要があると

認める場合 

10 子育て部分休暇の申請、第２項申出及

び第３項変更は、システムにより行うも

のとする。ただし、システムにより難い

場合は、任命権者が別に定める様式によ

り行うことができる。 

11 任命権者は、子育て部分休暇の申請に

ついて、第１項に定める場合に該当する

と認めるときは、これを承認しなければ

ならない。ただし、当該申請に係る期間

のうち公務の運営に支障がある日又は時

間については、この限りでない。 

12 子育て部分休暇の承認は、当該子育て

部分休暇を取得している会計年度任用職

員が産前の休業を始め、若しくは出産し

た場合、当該会計年度任用職員が休職若

しくは停職の処分を受けた場合又は当該

子育て部分休暇に係る子が死亡し、若し

くは当該会計年度任用職員の子でなくな

った場合には、その効力を失う。 

13 任命権者は、次に掲げる事由があると

きは、子育て部分休暇の承認を取り消す

ものとする。 

 ⑴ 子育て部分休暇を取得している会計

年度任用職員が当該子育て部分休暇に

係る子を養育しなくなったとき。 

 ⑵ 会計年度任用職員が第３項変更をし

たとき。 

14 会計年度任用職員は、子育て部分休暇

に係る子の養育状況に変更が生じた場合

には、システムにより任命権者に届け出

なければならない。ただし、システムに

より難い場合は、任命権者が別に定める

様式により届け出ることができる。 

（子育て部分休暇を承認することができる

会計年度任用職員） 

第32条の３ 任命権者は、会計年度任用職

員について定められた１週間の勤務日数

が３日以上、１月の勤務日数が９日以上

又は１年間の勤務日数が97日以上である

場合には、子育て部分休暇を承認するも

のとする。 

２ 任命権者は、会計年度任用職員が次の

各号のいずれかに該当する場合について

は、子育て部分休暇を承認することはで

きない。 

 ⑴ 第２号部分休業に係る申出（申出内

容の変更による場合を含む。）をしてい

る会計年度任用職員について、第１号

子育て部分休暇の申請があった場合 

 ⑵ 第１号部分休業に係る申出（申出内

容の変更による場合を含む。）をしてい

る会計年度任用職員について、第２号

子育て部分休暇の申請があった場合 

   附 則 

（施行期日等） 

１ この規則は、令和７年10月１日から施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 

 ⑴ 第13条第６項第２号の改正規定（「こ

の条」の次に「、第15条（日を単位と

する場合を除く。）」を加える部分に限

る。）及び次項の規定 公布の日 

 ⑵ 附則第３項の規定 令和７年７月１

日 

２ この規則（第13条第６項第２号の改正

規定（「この条」の次に「、第15条（日を

単位とする場合を除く。）」を加える部分

に限る。）に限る。）による改正後の第13

条第６項第２号の規定は、令和７年４月

１日から適用する。 

（施行前の準備） 

３ この規則による改正後の第29条の規定
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による介護休暇、改正後の第31条の規定

による介護時間及び改正後の第32条の２

の規定による子育て部分休暇の取得のた

めに必要な手続きは、令和７年10月１日

前においても行うことができる。 

（経過措置） 

４ この規則による改正後の第32条の２第

２項第２号に掲げる範囲内において、令

和７年10月１日から令和８年３月31日ま

での間における会計年度任用職員の勤務

時問、休日、休暇等に関する規則第32条

の２第１項に規定する子育て部分休暇

（以下「子育て部分休暇」という。）の申

請（この規則による改正後の第32条の２

第４項の規定による申請をいう。以下同

じ。） をする場合における同号の規定の適

用については、同号中 「10」 とあるのは、

「５」とする。 

５ 令和７年９月30日において、同年10月

１日以後も引き続いてこの規則による改

正前の第32条の２の規定による子育て部

分休暇の承認（以下「改正前の子育て部

分休暇の承認」という。）を受けている会

計年度任用職員のうち、同年９月30日ま

でにこの規則による改正後の第32条の２

第５項に規定する第１号子育て部分休暇

（以下「第１号子育て部分休暇」という。）

について附則第３項の規定による申出（同

条第２項の規定による申出をいう。以下

同じ。）がなく、かつ、同条第７項に規定

する第２号子育て部分休暇について附則

第３項の規定による申出がないものは、

同年10月１日において、改正前の子育て

部分休暇の承認を受けた内容で第１号子

育て部分休暇の申出及び申請をした者と

みなす。 

                    

   職員の育児休業等に関する条例施行

規則の一部を改正する規則 

 職員の育児休業等に関する条例施行規則

（平成４年３月世田谷区規則第13号）の一

部を次のように改正する。 

 第６条第１項中「介護時間」の次に「並

びに勤務時間条例第16条の３又は幼稚園教

育職員勤務時間条例第18条の３の規定によ

る子育て部分休暇」を加え、同条第２項中

「介護時間」の次に「並びに会計年度任用

職員勤務時間規則第32条の２の規定による

子育て部分休暇」を加える。 

 第13条の見出し中「承認」を「申出及び

変更並びに承認」に改め、同条第１項中「部

分休業の」を「地方公務員の育児休業等に

関する法律（平成３年法律第110号）第19条

第２項から第４項までの規定による同条第

１項に規定する部分休業（以下この条及び

第14条において「部分休業」という。）の申

出、当該申出内容の変更及び」に改め、同

条に次の１項を加える。 

３ 任命権者は、部分休業の申出内容の変

更について、条例第15条の５に規定する

子の養育に著しい支障が生じるか否かを

判断するため必要があると認めるときは、

当該申出内容の変更をしようとする職員

に対して証明書類の提出を求めることが

できる。 

 第13条の２中「であって、１日につきそ

の非常勤職員について定められた勤務時間

が６時間15分以上である勤務日があるもの」

を削る。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める日から施行する。 

 ⑴ 第６条の改正規定 公布の日 

 ⑵ 次項の規定 令和７年７月１日 

 ⑶ 前２号に掲げる規定以外の規定 令

和７年10月１日 

（施行前の準備） 

２ この規則による改正後の第13条第１項

の規定による部分休業（同項に規定する

部分休業をいう。）の申出、当該申出内容

の変更及び承認の請求は、令和７年10月

１日前においても行うことができる。 

（経過措置） 

３ 令和７年９月30日において、同年10月

１日以後も引き続いて職員の育児休業等

に関する条例の一部を改正する条例（令

和７年６月世田谷区条例第86号。以下「一

部改正条例」という。）による改正前の職

員の育児休業等に関する条例（平成４年

３月世田谷区条例第20号）第15条の規定

による部分休業の承認（以下「改正前の

部分休業の承認」という。）を受けている

職員のうち、同年９月30日までに一部改

正条例による改正後の職員の育児休業等

に関する条例（以下「改正後の条例」と

いう。）第15条第１項に規定する第１号部

分休業（以下「第１号部分休業」という。）

について前項の規定による申出がなく、

かつ、改正後の条例第15条の２第１項に

規定する第２号部分休業について前項の

規定による申出がないものは、同年10月

１日において、改正前の部分休業の承認

を受けた内容で第１号部分休業の申出及

び承認の請求をした者とみなす。 

                    

   会計年度任用職員の給与及び費用弁

償に関する条例施行規則の一部を改

正する規則 

 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に

関する条例施行規則（令和２年１月世田谷

区規則第３号）の一部を次のように改正す

る。 

 第23条第１項各号列記以外の部分中「、

２分の１日」を「２分の１日とし、第６号

及び第７号に掲げる期間にあっては３分の

１日」に改め、同項中第７号を第９号とし、

第６号を第８号とし、第５号の次に次の２

号を加える。 

 ⑹ 育児休業法第19条第１項に規定する

部分休業（以下「部分休業」という。）

をしている会計年度任用職員として在

職した期間 

 ⑺ 会計年度任用職員勤務時間規則第32

条の２第１項に規定する子育て部分休

暇（以下「子育て部分休暇」という。）

を取得している会計年度任用職員とし

て在職した期間 

 第23条第３項中「育児休業法第19条第１

項に規定する部分休業（以下「部分休業」

という。）」を「部分休業」に、「会計年度任

用職員勤務時聞規則第32条の２に規定する

子育て部分休暇（以下「子育て部分休暇」

という。）」を「子育て部分休暇」に改める。 

 第23条の２第１項各号列記以外の部分中

「第８号」を「第６号及び第７号に掲げる

期間にあっては３分の２日とし、第10号」

に、「、２日」を「２日」に改め、「（１日」

の次に「（第６号及び第７号に掲げる期間に

あっては３分の２日）」を加え、同項中第12

号を第14号とし、第６号から第11号までを

２号ずつ繰り下げ、第５号の次に次の２号

を加える。 

 ⑹ 部分休業をしている会計年度任用職

員として在職した期間 

 ⑺ 子育て部分休暇を取得している会計

年度任用職員として在職した期間 

 第23条の２第４項中「介護休暇」の次に

「、部分休業又は子育て部分休暇」を加え、

「日を単位」を「それぞれ日を単位」に、

「合計した時間」を「それぞれ合計した時

間」に改め、同条第５項中「、子育て部分

休暇又は部分休業」及び「それぞれ」を削

る。 

   附 則 

 この規則は、令和７年10月１日から施行

する。 

                    

   職員の管理職員特別勤務手当に関す

る規則の一部を改正する規則 

 職員の管理職員特別勤務手当に関する規

則（平成４年３月世田谷区規則第10号）の

一部を次のように改正する。 

 第２条第１項第１号ア中「及び医療職給

料表（一）」を「、医療職給料表（一）」に

改め、「３級であるもの」の次に「及び一般

職の任期付職員の採用及び給与の特例に関

する条例（平成29年12月世田谷区条例第55

号）第２条第１項の規定により任期を定め

て採用された職員（以下「特定任期付職員」

という。）で部長（世田谷区組織規則（平成

３年３月世田谷区規則第７号。以下「組織

規則」という。）に規定する部長をいう。以

下同じ。）の職又はこれに準ずる職にあるも

の」を加え、同号イ中「及び医療職給料表

（一）」を「、医療職給料表（一）」に改め、

「２級であるもの」の次に「及び特定任期

付職員で課長（組織規則に規定する課長を

いう。以下同じ。）の職又はこれに準ずる職

にあるもの」を加える。 

 第３条第１項第１号ア中「及び医療職給

料表（一）」を「、医療職給料表（一）」に

改め、「３級であるもの」の次に「及び特定

任期付職員で部長の職又はこれに準ずる職

にあるもの」を加え、同号イ中「及び医療

職給料表（一）」を「、医療職給料表（一）」

に改め、「２級であるもの」の次に「及び特

定任期付職員で課長の職又はこれに準ずる

職にあるもの」を加え、同条第２項中「職

員が」を「職員及び特定任期付職員が」に

改める。 

   附 則 

 この規則は、令和７年７月１日から施行

する。 

                    

   職員の期末手当に関する規則の一部

を改正する規則 

 職員の期末手当に関する規則（昭和43年
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６月世田谷区規則第24号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第４条第１項各号列記以外の部分中「及

び第11号」を「から第13号まで」に改め、

同項中第13号を第15号とし、第12号を第14

号とし、第11号の次に次の２号を加える。 

 ⑿ 育児休業法第19条第１項に規定する

部分休業（以下「育児部分休業」とい

う。）をしている職員として在職した期

間 

 ⒀ 勤務時間条例第16条の３に規定する

子育て部分休暇（以下「子育て部分休

暇」という。）により勤務しない期間 

 第４条第５項中「育児休業法第19条第１

項に規定する部分休業」を「育児部分休業」

に改め、「勤務時間条例第16条の３に規定す

る」を削る。 

 別表第２職員の区分の欄中「及び医療職

給料表（一）の適用を受ける職員でその属

する職務の級が３級であるもの」を「、医

療職給料表（一）の適用を受ける職員でそ

の属する職務の級が３級であるもの及び一

般職の任期付職員の採用及び給与の特例に

関する条例（平成29年12月世田谷区条例第

55号）第２条第１項の規定により任期を定

めて採用された職員（以下「特定任期付職

員」という。）で部長（世田谷区組織規則（平

成３年３月世田谷区規則第７号。以下「組

織規則」という。）に規定する部長をいう。

以下同じ。）の職又はこれに準ずる職にある

もの」に、「及び医療職給料表（一）の適用

を受ける職員でその属する職務の級が２級

であるもの」を「、医療職給料表（一）の

適用を受ける職員でその属する職務の級が

２級であるもの及び特定任期付職員で課長

（組織規則に規定する課長をいう。以下同

じ。）の職又はこれに準ずる職にあるもの」

に改める。 

 別表第３職員の区分の欄中「６級である

もの及び医療職給料表（一）」を「６級であ

るもの、医療職給料表（一）」に改め、「３

級であるもの」の次に「及び特定任期付職

員で部長の職又はこれに準ずる職にあるも

の」を加え、「５級であるもの及び医療職給

料表（一）」を「５級であるもの、医療職給

料表（一）」に改め、「２級であるもの」の

次に「及び特定任期付職員で課長の職又は

これに準ずる職にあるもの」を加える。 

   附 則 

 この規則中別表第２及び別表第３の改正

規定は令和７年７月１日から、第４条の改

正規定は同年10月１日から施行する。 

                    

   職員の勤勉手当に関する規則の一部

を改正する規則 

 職員の勤勉手当に関する規則（昭和54年

３月世田谷区規則第６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第３条第１項第１号中「、100分の135」

を「100分の135とし、一般職の任期付職員

の採用及び給与の特例に関する条例（平成

29年12月世田谷区条例第55号）第２条第１

項の規定により任期を定めて採用された職

員（以下「特定任期付職員」という。）にあ

っては100分の92.5とする。」に改める。 

 第３条の２第１項各号列記以外の部分中

「もって１日（第10号及び第11号」を「も

って１日（第10号から第13号まで」に、「第

16号」を「第18号」に、「（１日（第10号及

び第11号」を「（１日（第10号から第13号ま

で」に改め、同項中第19号を第21号とし、

第12号から第18号までを２号ずつ繰り下げ、

第11号の次に次の２号を加える。 

 ⑿ 育児休業法第19条第１項に規定する

部分休業（以下「育児部分休業」とい

う。）をしている職員として在職した期

間 

 ⒀ 勤務時間条例第16条の３に規定する

子育て部分休暇（以下「子育て部分休

暇」という。）により勤務しない期間 

 第３条の２第５項中「勤務時間条例第16

条の３に規定する子育て部分休暇 （以下 

「子育て部分休暇」という。）」を「子育て部

分休暇」に、「育児休業法第19条第１項に規

定する部分休業 （以下  「部分休業」 とい

う。）」を「育児部分休業」に改め、同条第

６項中「介護休暇」の次に「、育児部分休

業又は子育て部分休暇」を加え、「、日」を

「、それぞれ日」に改め、「育児短時間勤務

職員等として在職した期間」の次に「にお

いて介護休暇により勤務しない期間」を、

「定年前再任用短時間勤務職員として在職

した期間」の次に「において介護休暇、育

児部分休業又は子育て部分休暇により勤務

しない期間」を加え、「合計した時間を勤務

時間条例」を「それぞれ合計した時間を勤

務時間条例」に改め、同条第７項中「、介

護時間、子育て部分休暇又は部分休業」を

「、介護時間」に、「それぞれ７時間45分」

を「７時間45分」に改め、「において介護時

間により勤務しない時間」及び「において

介護時間、子育て部分休暇又は部分休業に

より勤務しない時間」を削り、「それぞれ合

計した」を「合計した」に改める。 

 別表第２の１の部及び２の部中「指定す

る職員」の次に「及び特定任期付職員」を

加える。 

 別表第３職員の区分の欄中「及び医療職

給料表（一）の適用を受ける職員でその属

する職務の級が３級であるもの」を「、医

療職給料表（一）の適用を受ける職員でそ

の属する職務の級が３級であるもの及び特

定任期付職員で部長（世田谷区組織規則（平

成３年３月世田谷区規則第７号。以下「組

織規則」という。）に規定する部長をいう。

以下同じ。）の職又はこれに準ずる職にある

もの」に、「及び医療職給料表（一）の適用

を受ける職員でその属する職務の級が２級

であるもの」を「、医療職給料表（一）の

適用を受ける職員でその属する職務の級が

２級であるもの及び特定任期付職員で課長

（組織規則に規定する課長をいう。以下同

じ。）の職又はこれに準ずる職にあるもの」

に改める。 

 別表第４職員の区分の欄中「６級である

もの及び医療職給料表（一）」を「６級であ

るもの、医療職給料表（一）」に改め、「３

級であるもの」の次に「及び特定任期付職

員で部長の職又はこれに準ずる職にあるも

の」を加え、「５級であるもの及び医療職給

料表（一）」を「５級であるもの、医療職給

料表（一）」に改め、「２級であるもの」の

次に「及び特定任期付職員で課長の職又は

これに準ずる職にあるもの」を加える。 

   附 則 

 この規則中第３条第１項第１号及び別表

第２から別表第４までの改正規定は令和７

年７月１日から、第３条の２の改正規定は

同年10月１日から施行する。 

                    

   世田谷区行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に

関する条例施行規則の一部を改正す

る規則 

 世田谷区行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する条例

施行規則（平成27年10月世田谷区規則第80

号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１条例別表第１区長の部24の項の

部の次に次のように加える。 

条例別表

第１区長

の部25の

項 

１ 心身障害者世帯に対する

福祉電話使用料の助成に関

する申請の受理、当該申請に

係る事実についての審査又

は当該申請に対する応答に

関する事務 

 別表第２条例別表第２区長の部29の款の

部の次に次のように加える。 

条例別表

第２区長

の部30の

款 

１ 心身障害

者世帯に対

する福祉電

話使用料の

助成に関す

る申請に係

る事実につ

いての審査

に関する事

務 

１ 当該申請

を行う者又

はその者と

同一世帯に

属する者に

係る市区町

村民税に関

する情報 

２ 当該申請

を行う者又

はその者と

同一世帯に

属する者に

係る住民票

に記載され

た住民票関

係情報 

３ 当該申請

を行う者又

はその者と

同一世帯に

属する者に

係る生活保

護実施関係

情報 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

                    

   世田谷区清掃・リサイクル条例施行

規則の一部を改正する規則 

 世田谷区清掃・リサイクル条例施行規則

（平成12年３月世田谷区規則第39号）の一

部を次のように改正する。 

 第28条の見出し中「有料粗大ごみ処理券」

を「有料粗大ごみ処理券等」に改め、同条

中「第38条」を「第38条第１項」に改め、

同条に次の２項を加える。 
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２ 条例第38条第２項に規定する紙面の添

付に当たっては、次に掲げる方法によら

なければならない。 

 ⑴ 著しく汚損した紙面は、添付しない

こと。 

 ⑵ 紙面は、粗大ごみごとに確認しやす

い箇所に添付すること。 

 ⑶ 紙面は、粗大ごみからはがれること

のないように添付すること。 

３ 前項に規定する紙面には、収集予定日

及び占有者名又は受付番号を記入しなけ

ればならない。 

 第42条第２項中「有料粗大ごみ処理券を

添付して排出する廃棄物」を「排出する粗

大ごみ」に改める。 

 第46条の次に次の２条を加える。 

（有料粗大ごみ処理券の交付を省略する場

合の廃棄物処理手数料の徴収方法） 

第46条の２ 第45条第１項本文の規定にか

かわらず、条例第54条第１項の粗大ごみ

の廃棄物処理手数料をあらかじめ徴収す

る場合については、納入通知書を省略し、

納入者に対し、口頭又は掲示による納入

の通知をするものとする。 

２ 前項の場合において、廃棄物処理手数

料の納付をしようとする者が、地方自治

法（昭和22年法律第67号）第231条の２の

３第１項に規定する指定納付受託者に当

該廃棄物処理手数料の納付を委託する場

合にあっては、粗大ごみ処理手数料領収

書の交付を省略するものとする。 

（規則で定める粗大ごみ廃棄物処理手数料

の納付者） 

第46条の３ 条例第55条第２項の規則で定

めるものは、条例第54条第１項の粗大ご

みの廃棄物処理手数料の納付を前条第２

項の指定納付受託者に委託した者とする。 

 第48条第１項中「（昭和22年法律第67号）」

を削る。 

 第49条第１項第１号中「有料粗大ごみ処

理券の交付を受けた占有者」を「条例第54

条第１項の粗大ごみの廃棄物処理手数料を

あらかじめ納付した者」に改め、同条第２

項に次のただし書を加える。 

  ただし、前項第１号の場合において、

第46条の３に規定する者が、廃棄物処理

手数料の還付を受けようとするときは、

この限りでない。 

   附 則 

１ この規則は、令和７年10月１日（以下

「施行日」という。）から施行する。 

２ この規則による改正後の第28条（見出

しを含む。）、第42条第２項、第46条の２、

第46条の３並びに第49条第１項第１号及

び第２項ただし書の規定は、施行日以後

に区長が申込みを受けた粗大ごみの排出

について適用し、施行日前に区長が申込

みを受けた粗大ごみの排出については、

なお従前の例による。 

                    

   世田谷区保育料条例施行規則の一部

を改正する規則 

 世田谷区保育料条例施行規則（平成27年

３月世田谷区規則第43号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第２条第１項を次のように改める。 

  この規則において「教育・保育給付認

定子ども」とは、条例第２条第１項第２

号に規定する教育・保育給付認定子ども

をいう。 

 第２条第２項中 「。 以下 「政令」 とい

う。」を削る。 

 第６条及び第６条の２を削る。 

 第６条の３中「最年長者」の次に「（同一

年齢の者が２人以上いるときは、そのうち

の１人とする。）」を加え、同条に次の１項

を加える。 

２ 区長は、公簿等により、前項に規定す

る世帯であることを確認するものとする。

ただし、公簿等によりその確認ができな

いときは、教育・保育給付認定子どもの

保護者から、多子世帯の給食費に係る申

出書（第２号様式）その他区長が必要と

認める書類の提出を受け、これにより当

該確認をすることができる。 

 第６条の３を第６条とする。 

 第10条第１項中「、保育料」を削り、「保

育料等」を「延長保育料等」に改め、同条

第２項中「保育料等」を「延長保育料等」

に改め、同条第３項中「保育料等の」を「延

長保育料等の」に、「保育料等減額・免除申

込書」を「延長保育料等減額・免除申込書」

に改め、同条第４項中「おいて、保育料等」

を「おいて、延長保育料等」に、「保育料額

等減額・免除決定通知書（第９号様式）又

は延長保育料額等減額・免除決定通知書」

を「延長保育料等減額・免除決定通知書」

に、「より、保育料等」を「より、延長保育

料等」に、「保育料等減額・免除不承認通知

書」を「延長保育料等減額・免除不承認通

知書」に改め、同条第５項中「保育料等」

を「延長保育料等」に改める。 

 第11条第２項前段中「保育料等」を「保

育料、区立保育園延長保育料又は区立保育

園給食費（以下「保育料等」という。）」に

改める。 

 別表１の項中「保育料又は区立保育園等

延長保育料」を「区立保育園延長保育料」

に改め、同表２の項中「保育料又は区立保

育園等延長保育料」を「区立保育園延長保

育料」に改め、「（以下この項、３の項及び

６の項において「保育料等の額」という。）」

を削り、同表３の項中「保育料又は区立保

育園等延長保育料」を「区立保育園延長保

育料」に、「保育料等」を「区立保育園延長

保育料」に改め、同表５の項中「児童福祉

法」の次に「［昭和22年法律第164号）」を加

え、同表６の項中「保育料又は区立保育園

等延長保育料」を「区立保育園延長保育料」

に改め、同表備考第２項中「保育料等」を

「区立保育園延長保育料」に改める。 

 第２号様式を次のように改める。 

様式省略 

 第８号の２様式中「保育料等減額・免除

申込書」を「延長保育料等減額・免除申込

書」に改め、「、保育料」を削る。 

 第９号様式を次のように改める。 

第９号様式 削除 

 第10号様式中「延長保育料減額・免除決

定通知書」を「延長保育料等減額・免除決

定通知書」に改め、「区立保育園延長保育料」

の次に「又は区立保育園給食費」を加える。 

 第11号様式中「保育料等減額・免除不承

認通知書」を「延長保育料等減額・免除不

承認通知書」に、「保育料、区立保育園延長

保育料」を「区立保育園延長保育料」に改

める。 

   附 則 

１ この規則は、令和７年９月１日から施

行する。 

２ この規則による改正後の世田谷区保育

料条例施行規則の規定は、令和７年９月

以後の月分の保育料（世田谷区保育料条

例（平成26年12月世田谷区条例第54号）

第１条に規定する保育料をいう。以下同

じ。）、区立保育園延長保育料（同条に規

定する区立保育園延長保育料をいう。以

下同じ。）及び区立保育園給食費（同条に

規定する区立保育園給食費をいう。以下

同じ。）について適用し、同月前の月分の

保育料、区立保育園延長保育料及び区立

保育園給食費については、なお従前の例

による。 

３ この規則の施行の際、この規則による

改正前の第２号様式及び第８号の２様式

の規定に基づき作成された様式の用紙で

現に残存するものは、当分の間、修正し

て使用することができる。 

                    

 次に掲げる規則を公布する。 

  令和７年６月30日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 

世田谷区規則第89号 

 世田谷区立スカイキャロット展望ロビー

条例施行規則の一部を改正する規則 

世田谷区規則第90号 

 世田谷区長の職務代理順序に関する規則

の一部を改正する規則 

世田谷区規則第91号 

 世田谷区公印規則の一部を改正する規則 

世田谷区規則第92号 

 世田谷区子どもの権利委員会条例施行規

則の一部を改正する規則 

世田谷区規則第93号 

 世田谷区立産後ケアセンター条例施行規

則の一部を改正する規則 

世田谷区規則第94号 

 世田谷区建築基準法施行細則の一部を改

正する規則 

                    

   世田谷区立スカイキャロット展望ロ

ビー条例施行規則の一部を改正する

規則 

 世田谷区立スカイキャロット展望ロビー

条例施行規則（平成28年12月世田谷区規則

第111号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項第１号中「12月31日」を「12

月29日から同月31日まで」に改め、同条第

２項中「午後11時」を「午後10時」に改め

る。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年10月１日（以下

「施行日」という。）から施行する。ただ

し、次項の規定は、公布の日から施行す

る。 

（準備行為） 
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２ この規則による改正後の世田谷区立ス

カイキャロット展望ロビー条例施行規則

（以下「改正後の規則」という。）の規定

による施行日以後の使用に係る使用承認

の申請の受付及び使用承認に係る決定に

ついては、施行日前においても、改正後

の規則の規定の例によりすることができ

る。 

                    

   世田谷区長の職務代理順序に関する

規則の一部を改正する規則 

 世田谷区長の職務代理順序に関する規則

（平成11年６月世田谷区規則第80号）の一

部を次のように改正する。 

 本則中「岩本 康」を「三井所 優子」

に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和７年７月１日から施行

する。 

                    

   世田谷区公印規則の一部を改正する

規則 

 世田谷区公印規則（平成元年３月世田谷

区規則第４号）の一部を次のように改正す

る。 

 別表４の部22の項及び23の項を削り、同

部中85の項を86の項とし、25の項から84の

項までを１項ずつ繰り下げ、同部24の項中

「方21ミリメートル」を「同」に改め、同

項を同部25の項とし、同部21の項の次に次

のように加える。 

 

22 同 同 個人番号カード用 マイナンバー担当課長 

23 同 同 個人番号カードのオンライン事務用 

24 同 方21ミリメートル マイナンバー担当事務用 

   附 則 

 この規則は、令和７年７月１日から施行

する。 

                    

   世田谷区子どもの権利委員会条例施

行規則の一部を改正する規則 

 世田谷区子どもの権利委員会条例施行規

則（令和７年３月世田谷区規則第30号）の

一部を次のように改正する。 

 第２条第１号中「満12歳に達する日以後

の最初の３月31日を経過した日から30歳に

達する日までの間にある｣を｢委嘱日におい

て満13歳以上満30歳未満の」に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

                    

   世田谷区立産後ケアセンター条例施

行規則の一部を改正する規則 

 世田谷区立産後ケアセンター条例施行規

則（平成30年３月世田谷区規則第63号）の

一部を次のように改正する。 

 第１号様式から第10号様式までを次のよ

うに改める。 

様式省略 

   附 則 

１ この規則は、令和７年７月１日から施

行する。 

２ この規則の施行の際、この規則による

改正前の第１号様式、第４号様式及び第

８号様式の規定に基づき作成された様式

の用紙で現に残存するものは、当分の間、

修正して使用することができる。 

                    

   世田谷区建築基準法施行細則の一部

を改正する規則 

 世田谷区建築基準法施行細則（昭和58年

３月世田谷区規則第19号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第12条第１項中「区長が別に定めるとこ

ろによるもの」を「東京都建築基準法施行

細則（昭和25年東京都規則第194号。以下「都

規則」という。）第11条第１項の規定により

東京都知事が定める調査の項目、方法及び

結果の判定基準」に改め、同条第２項中「区

長が別に定める調査結果表を添えて」を「都

規則第11条第２項の規定により東京都知事

が定める調査結果表を添付して」に改める。 

 第13条第２号中「（防火ダンパーを除き、

随時に閉鎖又は作動をできるものに限る。）」

を「のうち次に掲げるもの」に改め、同号

に次のように加える。 

  ア 随時閉鎖又は作動できるもの（防

火ダンパーを除く。） 

  イ 常時閉鎖又は作動した状態にある

もの（各階の主要なものに限る。） 

 第14条第１項中「区長が別に定めるとこ

ろによるもの」を「都規則第13条第１項の

規定により東京都知事が定める検査の項目、

事項、方法及び結果の判定基準」に改め、

同条第３項の表１の項中「10月31日」を「翌

年の１月31日」に改め、同表２の項（ろ）の欄

中「11月30日まで。」を「翌年の１月31日ま

で」に改め、同欄ただし書を削り、同表３

の項（ろ）の欄中「１月31日まで。」を「１月31

日まで」に改め、同欄ただし書を削り、同

表４の項中「11月30日」を「翌年の１月31

日」に改め、同表６の項中「９月30日」を

「翌年の１月31日」に改め、同表７の項中

「11月30日」を「翌年の１月31日」に改め、

同表９の項中「10月31日」を「翌年の１月

31日」に改め、同条第７項中「区長が別に」

を「都規則第13条第７項の規定により東京

都知事が」に改める。 

 第８号様式第１面から第３面までを次の

ように改める。 

様式省略 

 第８号様式第５面から第７面までを次の

ように改める。 

様式省略 

 第８号の２様式から第８号の４様式まで

を次のように改める。 

様式省略 

 第11号様式から第11号の２の２様式まで

を次のように改める。 

様式省略 

   附 則 

１ この規則は、令和７年７月１日から施

行する。 

２ この規則の施行の際、この規則による

改正前の第８号様式から第８号の４様式

まで及び第11号様式から第11号の２の２

様式までの規定に基づき作成された様式

の用紙で現に残存するものは、当分の間、

修正して使用することができる。 

                    

訓 令 甲 
                    

◎世田谷区訓令甲第17号 

庁   中   一   般 

総   合   支   所 

児  童  相  談  所 

保     健     所 

出     張     所 

事     業     所 

 職員の育児休業等に関する規程（平成20

年４月世田谷区訓令甲第８号）の一部を次

のように改正する。 

  令和７年６月27日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 第２条第２号中「第８条」を「第７条」

に改める。 

 第３条第４項中「平成10年３月世田谷区

条例第14号」の次に「。以下「勤務時間条

例」という。」を加え、「育児時間又は介護

時間」を「勤務時間条例第15条第１項の規

定による育児時間、勤務時間条例第16条の

２第１項の規定による介護時間又は勤務時

間条例第16条の３第１項の規定による子育

て部分休暇」に、「育児時間又は当該介護時

間」を「育児時間、当該介護時間又は当該

子育て部分休暇」に改め、同条第５項ただ

し書中「において」を「第３条において」

に改め、 「令和２年１月世田谷区規則第４

号」の次に「。以下「会計年度任用職員勤

務時間規則」という。」を加え、「育児時間

又は介護時間」を「会計年度任用職員勤務

時間規則第22条第１項の規定による育児時

間、会計年度任用職員勤務時間規則第31条

第１項の規定による介護時間又は会計年度

任用職員勤務時間規則第32条の２第１項の

規定による子育て部分休暇」に、「育児時間

又は当該介護時間」を「育児時間、当該介

護時間又は当該子育て部分休暇」に改める。 

   附 則 

 この訓令による改正後の第３条の規定は、

令和７年４月１日から適用する。 

                    

◎世田谷区訓令甲第18号 

庁   中   一   般 

総   合   支   所 

児  童  相  談  所 

保     健     所 



 

 

令和７年７月22日（第772号） 

－ 14 － 

出     張     所 

事     業     所 

 職員の育児休業等に関する規程（平成20

年４月世田谷区訓令甲第８号）の一部を次

のように改正する。 

  令和７年６月30日 

 世田谷区長 保 坂 展 人 

 第３条第１項中「（非常勤職員（地方公務

員法第22条の４第１項又は第22条の５第１

項の規定により採用された職員であって、

同法第22条の４第１項に規定する短時間勤

務の職を占めるもの（以下「定年前再任用

短時間勤務職員」という。）を除く。）にあ

っては、３歳）」を削り、「一部（２時間を

超えない範囲内の時間に限る。）」を「全部

又は一部」に改め、同条第５項本文中「部

分休業」を「第１号部分休業」に改め、同

項ただし書中「会計年度任用職員の勤務時

間、休日、休暇等に関する規程（令和２年

４月世田谷区訓令甲第26号）第３条におい

て会計年度任用職員の勤務時間、休日、休

暇等に関する規則（令和２年１月世田谷区

規則第４号。以下「会計年度任用職員勤務

時間規則」という。）」を「会計年度任用職

員勤務時間規程第３条において会計年度任

用職員勤務時間規則」に、「第32条の２第１

項」を「第32条の２第５項」に、「子育て部

分休暇を承認されている非常勤職員に対す

る部分休業」を「第１号子育て部分休暇の

承認を受けて勤務しない場合における第１

号部分休業」に、「子育て部分休暇の」を「第

１号子育て部分休暇の」に改め、同項を同

条第９項とし、同条第４項中「職員の勤務

時間、休日、休暇等に関する条例（平成10

年３月世田谷区条例第14号。以下「勤務時

間条例」という。）」を「勤務時間条例」に、

「勤務時間条例第16条の３第１項の規定に

よる子育て部分休暇を承認されている」を

「勤務時間規則第25条の３第５項に規定す

る第１号子育て部分休暇の承認を受けて勤

務しない」に、「部分休業」を「第１号部分

休業」に、「子育て部分休暇の」を「第１号

子育て部分休暇の」に改め、「する」の次に

「。なお、勤務時間規程第10条において勤

務時間条例の適用を受ける者の例によるこ

ととされる勤務時間規則第25条の３第７項

に規定する第２号子育て部分休暇に係る申

出（申出内容の変更による場合を含む。）を

している職員については、第１号部分休業

を承認することはできない」を加え、同項

を同条第８項とし、同条第３項を次のよう

に改める。 

３ 第２項第１号に掲げる範囲内で請求す

る部分休業（以下「第１号部分休業」と

いう。）の承認は、30分を単位として行う

ものとする。 

 第３条第３項を同条第７項とし、同項の

前に次の２項を加える。 

５ 第２項の規定による申出（以下「第２

項申出」という。）をした職員は、配偶者

（届出をしないが事実上婚姻関係と同様

の事情にある者を含む。）又はパートナー

シップ関係（双方又はいずれか一方が性

的マイノリティであり、互いを人生のパ

ートナーとして、相互の人権を尊重し、

日常の生活において継続的に協力し合う

ことを約した二者間の関係その他の婚姻

関係に相当すると任命権者が認める二者

間の関係をいう。）の相手方（以下「配偶

者等」という。）が負傷又は疾病により入

院したこと、配偶者等と別居したことそ

の他当該申出時に予測することができな

かった事実が生じたことにより当該申出

内容の変更（以下「第５項変更」という。）

をしなければ当該職員の子の養育に著し

い支障が生じると任命権者が認める場合

に限り、当該申出の内容を変更すること

ができる。 

６ 第２項申出をした職員は、当該申出を

した範囲内（第５項変更をした場合にあ

っては、その変更後の範囲内）において、

部分休業を請求することができる。 

 第３条第２項各号列記以外の部分中「前

項」を「第１項」に改め、同項第１号中「で

あって、１日につきその非常勤職員につい

て定められた勤務時間が６時間15分以上で

ある勤務日がある非常勤職員（次項におい

て「部分休業をすることができる非常勤職

員」という。）以外の非常勤職員（定年前再

任用短時間勤務職員」を「以外の非常勤職

員（地方公務員法第22条の４第１項又は第

22条の５第１項の規定により採用された職

員であって、同法第22条の４第１項に規定

する短時間勤務の職を占めるもの」に改め、

同項を同条第４項とし、同条第１項の次に

次の２項を加える。 

２ 前項の規定による部分休業の請求をし

ようとする職員は、毎年４月１日から翌

年３月31日までの期間ごとに、あらかじ

め、次の各号に掲げる範囲内のうちいず

れの範囲内で当該期間における部分休業

を請求するかを任命権者に申し出るもの

とする。 

 ⑴ １日につき２時間を超えない範囲内 

 ⑵ １年につき77時間30分を超えない範

囲内（非常勤職員にあっては、１年に

つき当該非常勤職員の勤務日１日当た

りの平均勤務時間（全勤務日の勤務時

間の合計を当該全勤務日の日数で除し

て得た時間（その時間に１分未満の端

数があるときは、これを切り捨てた時

間）をいう。）に10を乗じて得た時間を

超えない範囲内） 

３ 前項第２号の規定に関わらず、勤務時

間規程第10条において職員の勤務時間、

休日、休暇等に関する条例（平成10年３

月世田谷区条例第14号。以下「勤務時間

条例」という。）の適用を受ける者の例に

よることとされる職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する条例施行規則（平成10年

３月世田谷区規則第34号。以下「勤務時

間規則」という。）第25条の３第７項又は

会計年度任用職員の勤務時間、休日、休

暇等に関する規程（令和２年４月世田谷

区訓令甲第26号。以下「会計年度任用職

員勤務時間規程」という。）第３条におい

て会計年度任用職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する規則（令和２年１月世田

谷区規則第４号。以下「会計年度任用職

員勤務時間規則」という。）の適用を受け

る者の例によることとされる会計年度任

用職員勤務時間規則第32条の２第７項に

規定する第２号子育て部分休暇の承認を

受けて勤務しない時間がある職員につい

ては、同号に掲げる範囲内は、同号に定

める時間から当該第２号子育て部分休暇

の承認を受けて勤務しない時間を減じた

時間とする。 

 第３条に次の３項を加える。 

10 会計年度任用職員勤務時間規程第３条

において会計年度任用職員勤務時間規則

の適用を受ける者の例によることとされ

る会計年度任用職員勤務時間規則第32条

の２第７項の規定による第２号子育て部

分休暇に係る申出（申出内容の変更によ

る場合を含む。）をしている非常勤職員に

ついては、第１号部分休業を承認するこ

とはできない。 

11 第２項第２号に掲げる範囲内で請求す

る部分休業（以下「第２号部分休業」と

いう。）の承認は、１時間を単位として行

うものとする。ただし、次の各号に掲げ

る場合にあっては、当該各号に定める時

間数の第２号部分休業を承認することが

できる。 

 ⑴ １回の勤務に係る日ごとの勤務時間

に分を単位とした時間がある場合であ

って、当該勤務時間の全てについて承

認の請求があったとき 当該勤務時間

の時間数 

 ⑵ 第２号部分休業の残時間数に１時間

未満の端数がある場合であって、当該

残時間数の全てについて承認の請求が

あったとき 当該残時間数 

12 勤務時間規程第10条において勤務時間

条例の適用を受ける者の例によることと

される勤務時間規則第25条の３第５項又

は会計年度任用職員勤務時間規程第３条

において会計年度任用職員勤務時間規則

の適用を受ける者の例によることとされ

る会計年度任用職員勤務時間規則第32条

の２第５項の規定による第１号子育て部

分休暇に係る申出（申出内容の変更によ

る場合を含む。）をしている職員について

は、第２号部分休業を承認することはで

きない。 

 第４条の見出し中「承認」を「申出及び

変更並びに承認」に改め、同条第１項中「部

分休業の」を「前条第２項、第５項及び第

６項の規定による部分休業の申出、当該申

出内容の変更及び」に改め、同条第２項を

次のように改める。 

２ 任命権者は、部分休業の承認の請求に

ついて、次の各号に掲げる場合にあって

は、当該各号に係る証明書類の提出を求

めることができる。 

 ⑴ 養育を必要とする事由を確認する必

要があると認める場合 

 ⑵ 第２項申出時に予測することができ

なかった事実が生じたことにより第５

項変更をしなければ当該部分休業に係

る子の養育に著しい支障が生じるか否

かを判断するため必要があると認める

場合 

 第７条第２項第２号を次のように改める。 

 ⑵ 職員が第５項変更をしたとき。 

 第７条第２項第３号を削る。 

   附 則 



 

 

令和７年７月22日（第772号） 

－ 15 － 

（施行期日） 

１ この訓令は、令和７年10月１日から施

行する。ただし、次項の規定は、同年７

月１日から施行する。 

（施行前の準備） 

２ この訓令による改正後の職員の育児休

業等に関する規程（以下「改正後の規程」

という。）第３条の規定による部分休業（同

条第１項に規定する部分休業をいう。以

下同じ。）の申出、当該申出内容の変更及

び承認の請求は、令和７年10月１日前に

おいても行うことができる。 

（経過措置） 

３ 改正後の規程第３条第２項第２号に掲

げる範囲内において、令和７年10月１日

から令和８年３月31日までの間における

部分休業の承認の請求をする場合におけ

る同号の規定の適用については、同号中

「77時間30分」とあるのは「38時間45分」

と、「10」とあるのは「５」とする。 

４ 令和７年９月30日において、同年10月

１日以後も引き続いてこの訓令による改

正前の第３条の規定による部分休業の承

認（以下「改正前の部分休業の承認」と

いう。）を受けている職員のうち、同年９

月30日までに改正後の規程第３条第７項

に規定する第１号部分休業（以下「第１

号部分休業」という。）について附則第２

項の規定による申出（同条第２項の規定

による申出をいう。以下同じ。）がなく、

かつ、同条第11項に規定する第２号部分

休業について附則第２項の規定による申

出がないものは、同年10月１日において、

改正前の部分休業の承認を受けた内容で

第１号部分休業の申出及び承認の請求を

した者とみなす。 

                    

告   示 
                    

◎世田谷区告示第391号 

 平成29年３月31日世田谷区告示第223号

の一部を次のように改正する。 

  令和７年６月２日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 告示中「第15条第１項」を「第14条第１

項」に、「第８条」を「第10条」に、「第12

条第１項及び第２項」を「第11条第１項及

び第２項」に、「第13条第２項及び第３項」

を「第12条第２項及び第３項」に改める。 

                    

◎世田谷区告示第392号 

 次の世田谷区立区民センターは、令和７

年９月１日から令和８年３月31日までの期

間その供用を中止する。 

  令和７年６月２日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 名 称 

    世田谷区立玉川台区民センター 

 ２ 位 置 

    東京都世田谷区玉川台一丁目６番

15号 

                    

◎世田谷区告示第393号 

 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21

条の５の15第１項及び第59条の４第１項の

規定により指定障害児通所支援事業者を指

定したので、同法第21条の５の25第１号及

び第59条の４第１項の規定により告示する。 

  令和７年６月２日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 事業所の名称     Ｂｒｉｇｈ

ｔｅｎ Ａ

ｆｔｅｒ 

Ｓｃｈｏｏ

ｌ Ｄａｉ

ｚａｗａ 

 ２ 事業所の所在地    東京都世田

谷区三宿二

丁目38番７

号 加納屋

ビル201 

 ３ 申請者の名称     ＬＯＲＩＭ

ＥＲ株式会

社 

 ４ 指定年月日      令和７年６

月１日 

 ５ 障害児通所支援の種類 放課後等デ

イサービス 

                    

◎世田谷区告示第394号 

 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21

条の５の15第１項及び第59条の４第１項の

規定により指定障害児通所支援事業者を指

定したので、同法第21条の５の25第１号及

び第59条の４第１項の規定により告示する。 

  令和７年６月２日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 事業所の名称     放課後等デ

イサービス

ころん 上

野毛 

 ２ 事業所の所在地    東京都世田

谷区上野毛

一丁目12番

11号アベニ

ュー上野毛

１Ｆ 

 ３ 申請者の名称     株式会社ま

るちず 

 ４ 指定年月日      令和７年６

月１日 

 ５ 障害児通所支援の種類 児童発達支

援 

                    

◎世田谷区告示第395号 

 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第19

条の９第１項及び第59条の４第１項の規定

により指定小児慢性特定疾病医療機関を指

定したので、同法第19条の19第１号及び第

59条の４第１項の規定により別紙のとおり

告示する。 

  令和７年６月２日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第396号 

 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第19

条の10第１項及び第59条の４第１項の規定

による指定小児慢性特定疾病医療機関の指

定の更新をしたので、同法第19条の19第１

号及び第59条の４第１項の規定により別紙

のとおり告示する。 

  令和７年６月２日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第397号 

 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第19

条の14及び第59条の４第１項の規定による

指定事項の変更の届出があったので、同法

第19条の19第２号及び第59条の４第１項の

規定により別紙のとおり告示する。 

  令和７年６月２日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第398号 

 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第19

条の15の規定による指定小児慢性特定疾病

医療機関の指定の辞退があったので、同法

第19条の19第３号及び第59条の４第１項の

規定により別紙のとおり告示する。 

  令和７年６月２日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第399号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年６月３日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年６月３日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    45－10 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区世田谷三丁目1039番４の

内から1039番１の内まで 

 ３ 変更の区域 

    延 長  8.67メートル 

    幅 員  0.12メートル 

    面 積  1.09平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年６月３日 

                    

◎世田谷区告示第400号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年６月３日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年６月３日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区松原三丁目951番45 

 ３ 変更の区域 

    延 長  22.74メートル 

    幅 員  0.20メートルから 

         0.23メートルまで 

    面 積  4.97平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年６月３日 
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◎世田谷区告示第401号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年６月３日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年６月３日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

    33－Ｄ323－09 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区東玉川二丁目27番38の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  10.33メートル 

    幅 員  0.54メートルから 

         0.55メートル 

    面 積  5.85平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年６月３日 

                    

◎世田谷区告示第402号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年６月４日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年６月４日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

    23－Ｄ291－05 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区桜丘一丁目2609番22 

 ３ 変更の区域 

    延 長  8.96メートル 

    幅 員  0.12メートルから 

         0.16メートルまで 

    面 積  1.30平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年６月４日 

                    

◎世田谷区告示第403号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第

２項の規定に基づき、特別区道路線の供用

を開始する。 

 この関係図面は、令和７年６月６日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年６月６日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    26－11 

 ２ 供用開始の区間 

    世田谷区桜上水五丁目465番29か

ら466番５の内まで 

 ３ 供用開始の区域 

    延 長  39.80メートル 

    幅 員  4.04メートル 

    面 積  163.76平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年６月６日 

                    

◎世田谷区告示第404号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年６月９日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年６月９日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区域 

    世田谷区千歳台五丁目472番５の

内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  8.16メートル 

    幅 員  0.18メートル 

    面 積  1.49平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年６月９日 

                    

◎世田谷区告示第405号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年６月９日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年６月９日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

  ⑴ 28－１ 

  ⑵ 28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区赤堤四丁目418番19 

 ３ 変更の区域 

  ⑴ 面 積  1.31平方メートル 

  ⑵ 延 長  16.64メートル 

    幅 員  0.16メートルから 

         0.22メートルまで 

    面 積  3.33平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年６月９日 

                    

◎世田谷区告示第406号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年６月９日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年６月９日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

  ⑴ 28－１ 

  ⑵ 28－１ 

  ⑶ 28－１ 

 ２ 変更の区間 

  ⑴ 世田谷区代沢二丁目73番４の内 

  ⑵ 世田谷区代沢二丁目73番４の内 

  ⑶ 世田谷区代沢二丁目62番26から73

番２まで 

 ３ 変更の区域 

  ⑴ 延 長  80.43メートル 

    幅 員  0.00メートルから 

         0.17メートルまで 

    面 積  6.69平方メートル 

  ⑵ 延 長  14.81メートル 

    幅 員  0.00メートルから 

         0.73メートルまで 

    面 積  1.24平方メートル 

  ⑶ 延 長  70.40メートル 

    幅 員  0.11メートルから 

         2.22メートルまで 

    面 積  149.98平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年６月９日 

                    

◎世田谷区告示第407号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年６月10日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年６月10日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

    21－Ｇ127 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区羽根木二丁目1854番11の

内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  10.33メートル 

    幅 員  0.80メートルから 

         0.85メートルまで 

    面 積  8.45平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年６月10日 

                    

◎世田谷区告示第408号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年６月10日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年６月10日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

    43－Ｄ002－10 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区祖師谷三丁目413番45 

 ３ 変更の区域 

    延 長  15.70メートル 

    幅 員  0.60メートルから 

         0.63メートルまで 

    面 積  9.75平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年６月10日 

                    

◎世田谷区告示第409号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年６月11日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理
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課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年６月11日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区大原一丁目1099番19の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  8.68メートル 

    幅 員  0.09メートルから 

         0.59メートルまで 

    面 積  2.16平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年６月11日 

                    

◎世田谷区告示第410号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年６月11日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年６月11日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

    11－Ｄ001－07 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区大原一丁目1099番19の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  11.93メートル 

    幅 員  0.52メートルから 

         0.59メートルまで 

    面 積  6.67平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年６月11日 

                    

◎世田谷区告示第411号 

 車両制限令（昭和36年政令第265号）第５

条第１項の規定に基づき、自動車の交通量

が極めて少ないと認める特別区道を次のと

おり指定するので、車両の通行の許可の手

続等を定める省令（昭和36年建設省令第28

号）第５条第１項の規定により告示する。 

 この関係図面は、令和７年６月11日から

２週間世田谷区土木部土木計画調整課にお

いて一般の縦覧に供する。 

  令和７年６月11日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 路線名 

    特別区道 

 ２ 指定区間 

    世田谷区八幡山三丁目24番先から

八幡山三丁目15番先まで 

 ３ 指定年月日 

    令和７年６月11日 

                    

◎世田谷区告示第412号 

 車両制限令（昭和36年政令第265号）第５

条第１項の規定に基づき、自動車の交通量

が極めて少ないと認める特別区道を次のと

おり指定するので、車両の通行の許可の手

続等を定める省令（昭和36年建設省令第28

号）第５条第１項の規定により告示する。 

 この関係図面は、令和７年６月11日から

２週間世田谷区土木部土木計画調整課にお

いて一般の縦覧に供する。 

  令和７年６月11日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 路線名 

    特別区道 

 ２ 指定区間 

    世田谷区八幡山三丁目24番先から

八幡山三丁目25番先まで 

 ３ 指定年月日 

    令和７年６月11日 

                    

◎世田谷区告示第413号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年６月13日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年６月13日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

    21－Ｄ539－02 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区松原二丁目561番12 

 ３ 変更の区域 

    延 長  9.61メートル 

    幅 員  0.16メートルから 

         0.26メートルまで 

    面 積  2.16平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年６月13日 

                    

◎世田谷区告示第414号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年６月13日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年６月13日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区上祖師谷三丁目66番11の

内から66番10の内まで 

 ３ 変更の区域 

    延 長  19.02メートル 

    幅 員  0.10メートルから 

         0.16メートルまで 

    面 積  2.88平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年６月13日 

                    

◎世田谷区告示第415号 

 令和７年６月12日世田谷区議会において

議決を得た次の予算について、地方自治法

（昭和22年法律第67号）第219条第２項の規

定に基づき別添のとおり公表する。 

  令和７年６月13日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 令和７年度世田谷区一般会計補正予

算（第１次） 

 ２ 令和７年度世田谷区一般会計補正予

算（第２次） 

別添省略 

                    

◎世田谷区告示第416号 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第243

条の３第１項及び世田谷区財政状況の公表

に関する条例（昭和39年３月世田谷区条例

第８号）の規定により、次のように本区財

政状況を公表する。 

  令和７年６月13日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 

令和６年度下半期の財政状況（令和７年３月31日現在） 

1. 一般会計歳入執行状況 

区分 特別区税 国・都支出金 特別区交付金 （①の内数）諸収入 繰入金･特別区債 その他 合計 

予算現額 1,374.4億円 1,173.5億円 701.1億円 112.9億円 234.7億円 661.9億円 4,258.5億円 

収入済額 1,273.0億円 954.6億円 739.1億円 84.3億円 32.8億円 703.0億円 3,786.9億円 

収入率 92.6％ 81.3％ 105.4％ 74.7％ 14.0％ 106.2％ 88.9％ 

2. 一般会計歳出執行状況 

区分 民生費 総務費 土木費 教育費 環境費 公債費 その他 合計 

予算現額 2,112.9億円 652.4億円 404.5億円 618.0億円 155.4億円 99.1億円 216.2億円 4,258.5億円 

支出済額 1,758.4億円 470.8億円 279.5億円 401.4億円 140.4億円 98.4億円 140.7億円 3,289.7億円 

執行率 83.2％ 72.2％ 69.1％ 65％ 90.3％ 99.3％ 65.1％ 77.2％ 
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3. 特別会計歳入歳出執行状況 

会  計 
国民健康保険 

事業会計 

後期高齢者 

医療会計 

介護保険 

事業会計 

学校給食費 

会計 

予算現額 856.0億円 266.3億円 764.7億円 35.6億円 

歳 入 
収入済額 778.7億円 259.3億円 664.4億円 34.0億円 

収入率 91.0％ 97.4％ 86.9％ 95.7％ 

歳 出 
支出済額 790.2億円 254.8億円 652.7億円 30.3億円 

執行率 92.3％ 95.7％ 85.4％ 85.1％ 

4. 区民の区税負担 

年 度 日本人人口 外国人人口 人口計 世 帯 
特別区税予算 

現 額 

ひとりあたりの 

負 担 額 

１世帯あたりの 

負 担 額 

令和３年度 896,168人 20,977人 917,145人 491,159世帯 128,388,957千円 139,988円 261,400円 

令和４年度 893,994人 23,711人 917,705人 494,707世帯 132,939,488千円 144,861円 268,724円 

令和５年度 894,511人 26,085人 920,596人 499,646世帯 136,565,437千円 148,345円 273,324円 

令和６年度 897,428人 28,675人 926,103人 505,769世帯 137,443,603千円 148,411円 271,752円 

5. 特別区債の状況 

区分 教育債 土木債 民生債 総務債 減税等補てん債 合計 

現在高 199.2億円 132.4億円 35.5億円 38.4億円 2.0億円 415.6億円 

構成比 47.9％ 31.9％ 8.5％ 9.2％ 0.5％ 100.0％ 

6. 区有財産の状況 

土    地 建   物 工 作 物 有価証券 出資による権利 債   権 基    金 

257万6725.18平方㍍ 127万2956.09平方㍍ 307億462万円 ４億3000万円 28億4296万円 69億1738万円 1658億9846万円 

7. 一時借入金の状況 

 下半期は、一時借入金を必要としませんでした。 

 ※一時借入金とは、支払資金が一時的に不足する場合、年度内に返済することを条件に銀行などから現金を借り入れる制度です。 

                   

◎世田谷区告示第417号 

 世田谷区みどりの基本条例（平成17年３

月世田谷区条例第13号）第13条第１項の規

定に基づく保存樹木等の指定の解除につい

て別紙のように告示する。 

  令和７年６月13日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第418号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第８条第

１項及び第18条第１項の規定に基づき、特

別区道路線を次のように認定し、新たに認

定した道路の区域を決定する。 

 この関係図面は、令和７年６月13日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年６月13日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    Ｒ７－２ 

 ２ 認定する起終点 

    世田谷区鎌田三丁目224番１の内

から224番２の内まで 

 ３ 道路の延長 

    58.84メートル 

 ４ 道路の幅員 

    0.00メートルから 

    19.63メートルまで 

 ５ 道路の面積 

    595.61平方メートル 

                    

◎世田谷区告示第419号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年６月16日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年６月16日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区尾山台二丁目183番15 

 ３ 変更の区域 

    延 長  50.46メートル 

    幅 員  0.15メートルから 

         0.16メートル 

    面 積  8.06平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年６月16日 

                    

◎世田谷区告示第420号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年６月17日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年６月17日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区松原三丁目783番100の内

から783番72まで 

 ３ 変更の区域 

    延 長  15.82メートル 

    幅 員  0.82メートルから 

         0.94メートルまで 

    面 積  13.96平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年６月17日 

                    

◎世田谷区告示第421号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年６月18日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年６月18日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区千歳台三丁目18番２から

18番20の内まで 

 ３ 変更の区域 

    延 長  15.49メートル 

    幅 員  0.08メートルから 

         0.12メートルまで 

    面 積  1.63平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年６月18日 
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◎世田谷区告示第422号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年６月18日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年６月18日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区域 

    世田谷区経堂三丁目307番17の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  8.19メートル 

    幅 員  0.63メートルから 

         0.65メートルまで 

    面 積  5.26平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年６月18日 

                    

◎世田谷区告示第423号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年６月20日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年６月20日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    36－５ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区祖師谷六丁目778番20か

ら778番18まで 

 ３ 変更の区域 

    延 長  17.80メートル 

    幅 員  0.74メートルから 

         0.75メートルまで 

    面 積  13.17平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年６月20日 

                    

◎世田谷区告示第424号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年６月20日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年６月20日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

  ⑴ Ｒ３－２ 

  ⑵ Ｒ３－２ 

 ２ 変更の区間 

  ⑴ 世田谷区千歳台二丁目779番11 

  ⑵ 世田谷区千歳台二丁目779番13 

 ３ 変更の区域 

  ⑴ 延 長  61.93メートル 

    幅 員  0.49メートルから 

         0.50メートルまで 

    面 積  31.25平方メートル 

  ⑵ 延 長  58.40メートル 

    幅 員  0.50メートル 

    面 積  29.20平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年６月20日 

                    

◎世田谷区告示第425号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年６月20日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年６月20日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

    11－Ｄ507－06 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区北沢一丁目401番19の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  8.28メートル 

    幅 員  0.61メートルから 

         0.65メートルまで 

    面 積  5.23平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年６月20日 

                    

◎世田谷区告示第426号 

 介護保険法（平成９年法律第123号）第79

条第１項の規定により指定居宅介護支援事

業者を指定したので、同法第85条第１号の

規定により告示する。 

  令和７年６月20日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 事業所の名称  介護センターさく

ら 

 ２ 事業所の所在地 東京都世田谷区千

歳台一丁目39番16

－205号 

 ３ 事業者の名称  株式会社千歳 

 ４ 指定年月日   令和７年７月１日 

 ５ サービスの種類 居宅介護支援 

                    

◎世田谷区告示第427号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年６月25日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年６月25日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区桜上水四丁目429番42の

内から429番306の内まで 

 ３ 変更の区域 

    延 長  14.61メートル 

    幅 員  0.63メートル 

    面 積  9.30平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年６月25日 

                    

◎世田谷区告示第428号 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第260

条の２第10項の規定に基づき地縁による団

体認可の告示をしたが、その告示事項に変

更があった旨の届出があったので、同項及

び地方自治法施行規則（昭和22年内務省令

第29号）第19条第１項第６号の規定により

次のとおり告示する。 

  令和７年６月26日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 名称 

    代田東町会 

 ２ 区域 

    世田谷区代田二丁目12番及び18番

から36番まで並びに世田谷区代田五

丁目１番から35番までの区域 

 ３ 主たる事務所 

    東京都世田谷区代田二丁目20番６

号 

 ４ 代表者の氏名及び住所 

    白石幸江 

    東京都世田谷区代田五丁目35番29

号メゾンホワイト301 

 ５ 変更があった事項及びその内容 

    代表者の氏名及び住所 

     篠﨑弘美 

     東京都世田谷区代田五丁目24番

10号 

                    

◎世田谷区告示第429号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年６月27日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年６月27日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区世田谷三丁目5000番32の

内から5000番19の内まで 

 ３ 変更の区域 

    延 長  11.58メートル 

    幅 員  1.54メートルから 

         1.64メートルまで 

    面 積  18.53平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年６月27日 

                    

◎世田谷区告示第430号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第

２項の規定に基づき、特別区道路線の供用

を開始する。 

 この関係図面は、令和７年６月27日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年６月27日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区世田谷三丁目5000番32の

内から5000番19の内まで 

 ３ 変更の区域 

    延 長  0.05メートル 

    幅 員  1.54メートル 
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    面 積  0.07平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年６月27日 

                    

◎世田谷区告示第431号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第５条第２

項の規定に基づき、区管理道路線を次のよ

うに廃止する。 

 この関係図面は、令和７年６月27日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年６月27日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

    21－Ｇ266 

 ２ 廃止する起終点 

    世田谷区世田谷三丁目1034番地先

無番から1034番地先無番まで 

 ３ 廃止の期日 

    令和７年６月27日 

                    

◎世田谷区告示第432号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年６月30日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年６月30日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

    21－Ｇ248 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区若林四丁目263番１の内

から263番17の内まで 

 ３ 変更の区域 

    延 長  13.38メートル 

    幅 員  0.48メートルから 

         0.50メートルまで 

    面 積  6.59平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年６月30日 

                    

◎世田谷区告示第433号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき、区管理道路線の区域を

次のように変更する。 

 この関係図面は、令和７年６月30日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年６月30日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

    21－Ｇ248 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区若林四丁目263番17の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  0.02メートル 

    幅 員  0.50メートル 

    面 積  0.01平方メートル 

                    

◎世田谷区告示第434号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年６月30日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年６月30日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

  ⑴ 28－１ 

  ⑵ 28－１ 

 ２ 変更の区間 

  ⑴ 世田谷区北沢一丁目353番12の内

から353番11の内まで 

  ⑵ 世田谷区北沢一丁目353番11の内 

 ３ 変更の区域 

  ⑴ 延 長  8.58メートル 

    幅 員  0.63メートル 

    面 積  5.44平方メートル 

  ⑵ 面 積  2.03平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年６月30日 

                    

◎世田谷区告示第435号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年６月30日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年６月30日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

  ⑴ 28－１ 

  ⑵ 28－１ 

 ２ 変更の区間 

  ⑴ 世田谷区代沢二丁目147番１の内 

  ⑵ 世田谷区代沢二丁目147番１の内 

 ３ 変更の区域 

  ⑴ 延 長  18.70メートル 

    幅 員  0.49メートルから 

         0.71メートルまで 

    面 積  10.66平方メートル 

  ⑵ 延 長  0.18メートル 

    幅 員  0.56メートル 

    面 積  0.44平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年６月30日 

                    

◎世田谷区告示第436号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第５条第２

項の規定に基づき、区管理道路線の一部を

次のように廃止する。 

 この関係図面は、令和７年６月30日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年６月30日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

    45－Ｇ219 

 ２ 一部を廃止する起終点 

   （旧）世田谷区喜多見六丁目2728番

４地先無番から2791番１地先

無番まで 

   （新）世田谷区喜多見六丁目2734番

４地先無番から2791番１地先

無番まで 

 ３ 廃止の期日 

    令和７年６月30日 

                    

◎世田谷区告示第437号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第５条第１

項の規定に基づき、区管理道路線を次のよ

うに指定する。 

 この関係図面は、令和７年６月30日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年６月30日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

    45－Ｇ219－01 

 ２ 指定する起終点 

    世田谷区喜多見六丁目2728番４地

先無番から2732番１地先無番まで 

 ３ 用途 

    区管理道路 

                    

◎世田谷区告示第438号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年６月30日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年６月30日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

    31－Ｄ283－04 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区上馬四丁目784番12の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  8.59メートル 

    幅 員  0.43メートルから 

         0.50メートルまで 

    面 積  4.03平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年６月30日 

                    

◎世田谷区告示第439号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき、区管理道路線の区域を

次のように変更する。 

 この関係図面は、令和７年６月30日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年６月30日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

    31－Ｄ283－05 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区上馬四丁目784番12の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  0.05メートル 

    幅 員  0.50メートル 

    面 積  0.02平方メートル 



 

 

令和７年７月22日（第772号） 

－ 21 － 

                    

公   告 
                    

◎世田谷区公告第39号 

 都市緑地法（昭和48年法律第72号）第25

条第１項の規定に基づき、次のとおり管理

協定を締結するので、同項の規定により公

告し、当該管理協定を公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該管理協定について、  関係人は、

縦覧期間満了の日までに世田谷区長に意見

書を提出することができる。 

  令和７年６月16日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 管理協定の名称 

    烏山弁天池特別緑地保全地区管理

協定 

 ２ 管理協定区域 

    世田谷区北烏山四丁目1443番２、

1433番４、1444番及び1445番 

 ３ 管理協定の有効期間 

    令和７年７月９日から令和12年７

月８日 

 ４ 管理協定の縦覧場所 

    世田谷区みどり33推進担当部みど

り政策課 

                    

◎世田谷区公告第40号 

   開発行為に関する工事の完了公告 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29

条第１項の規定に基づき許可した次の開発

行為に関する工事は、完了した。 

  令和７年６月23日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 開発区域又は工

区に含まれる地域

の名称 

２ 許可を受けた

者の住所及び氏

名 

東京都世田谷区 

喜多見七丁目 

 3365番５ 

 3365番７ 

東京都武蔵野市 

境二丁目２番２号 

株式会社飯田産業 

代表取締役 築地 

重彦 

                    

◎世田谷区公告第41号 

   開発行為に関する工事の完了公告 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29

条第１項の規定に基づき許可した次の開発

行為に関する工事は、完了した。 

  令和７年６月23日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 開発区域又は工

区に含まれる地域

の名称 

２ 許可を受けた

者の住所及び氏

名 

東京都世田谷区 

玉川四丁目 

 1700番１の一部 

 1700番２ 

 1701番１の一部 

 1701番２の一部 

東京都新宿区 

西新宿六丁目５番

１号 

新宿アイランドタ

ワー41階 

プロパティエージ

ェント株式会社 

代表取締役 中西 

聖 

                    

◎世田谷区公告第42号 

   開発行為に関する工事の完了公告 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29

条第１項の規定に基づき許可した次の開発

行為に関する工事は、完了した。 

  令和７年６月24日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 開発区域又は工

区に含まれる地域

の名称 

２ 許可を受けた

者の住所及び氏

名 

東京都世田谷区 

北烏山九丁目 

 2055番10の一部 

東京都小平市 

鈴木町一丁目475

番地１ 

武蔵開発株式会社 

代表取締役 深松 

優 

                    

◎世田谷区公告第43号 

   開発行為に関する工事の完了公告 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29

条第１項の規定に基づき許可した次の開発

行為に関する工事は、完了した。 

  令和７年６月25日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 開発区域又は工

区に含まれる地域

の名称 

２ 許可を受けた

者の住所及び氏

名 

東京都世田谷区 

北烏山五丁目 

 2332番６ 

 2334番９ 

北烏山七丁目 

 2301番４ 

 2296番14 

東京都千代田区 

丸の内二丁目２番

３号 

株式会社フージャ

ースコーポレーシ

ョン 

代表取締役 小川 

栄一 

                    

◎世田谷区公告第44号 

   開発行為に関する工事の完了公告 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29

条第１項の規定に基づき許可した次の開発

行為に関する工事は、完了した。 

  令和７年６月30日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 開発区域又は工

区に含まれる地域

の名称 

２ 許可を受けた

者の住所及び氏

名 

東京都世田谷区 

深沢三丁目 

 12番46 

福岡県福岡市 

博多区博多駅前三

丁目５番７号 

西日本鉄道株式会

社 

代表取締役 林田 

浩一 

                    

◎世田谷区公告第45号 

   情報公開制度の実施状況の公表につ

いて 

 世田谷区情報公開条例（平成13年３月世

田谷区条例第６号）第28条の規定により、

令和６年度の情報公開制度の実施状況を次

のとおり公表する。 

  令和７年６月30日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 

 １ 行政情報の開示請求の状況及び行政情報の開示又は非開示等の決定の状況 

実 

施 

機 

関 

請 

求 

件 

数 

  処   理   状   況   

全 

部 

開 

示 

一 

部 

開 

示 

非 

開 

示 

   

取 

下 

げ 

拒 

否 

非 

開 

示 

不 

存 

在 

存
否
応
答
拒
否
等 

区      長 426 167 189 40 6 29 5 30 0 

教 育 委 員 会 34 5 16 9 3 5 1 4 0 

選挙管理委員会 3 1 1 0 0 0 0 1 0 

監 査 委 員 3 0 1 2 0 1 1 0 0 

農 業 委 員 会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

議 会 3 1 2 0 0 0 0 0 0 

計 469 174 209 51 9 35 7 35 0 
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 ２ 開示決定等の期間延長の状況 

  ⑴ 30日までの延長 

      区     長 40件 

      教 育 委 員 会 ５件 

      選挙管理委員会 ０件 

      監 査 委 員 １件 

      農 業 委 員 会 ０件 

      議     会 １件 

         計     47件 

  ⑵ 30日を超える延長 

     区     長 ５件 

     教 育 委 員 会 ０件 

     選挙管理委員会 ０件 

     監 査 委 員 ０件 

     農 業 委 員 会 ０件 

     議     会 ０件 

        計     ５件 

 ３ その他 

   不服申立て件数 10件 

                    

◎世田谷区公告第46号 

   個人情報保護制度の実施状況の公表

について 

 世田谷区個人情報保護条例（令和５年３

月世田谷区条例第３号）第12条の規定によ

り、令和６年度の個人情報保護制度の実施

状況を次のとおり公表する。 

  令和７年６月30日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 

 １ 保有個人情報の開示請求の状況及び保有個人情報の開示又は不開示等の決定の状況 

実 

施 

機 

関 

請 

求 

件 

数 

  処   理   状   況   

全 

部 

開 

示 

部 

分 

開 

示 

不 

開 

示 

   

取 
下 

げ 
拒 

否 

不 

開 

示 

不 

存 

在 

存
否
応
答
拒
否
等 

区      長 271 28 165 68 57 10 1 7 3 

教 育 委 員 会 17 9 6 2 0 0 2 0 0 

選挙管理委員会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

監 査 委 員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

農 業 委 員 会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

計 288 37 171 70 57 10 3 7 3 

 ２ 開示決定等の期間延長の状況 

  ⑴ 30日までの延長 

     区     長 35件 

     教 育 委 員 会 ４件 

     選挙管理委員会 ０件 

     監 査 委 員 ０件 

     農 業 委 員 会 ０件 

        計     391件 

  ⑵ 30日を超える延長 

     区     長 １件 

     教 育 委 員 会 ０件 

     選挙管理委員会 ０件 

     監 査 委 員 ０件 

     農 業 委 員 会 ０件 

        計    １件 

 ３ 保有個人情報の訂正請求の状況及び

保有個人情報の訂正又は不訂正等の決

定の状況 

実 

施 

機 

関 

請

求

件

数 

処  理  状  況 

訂

正 

不

訂

正 

取

下

げ 

拒

否 

区     長 １ ０ １ ０ ０ 

教 育 委 員 会 ０ ０ ０ ０ ０ 

選挙管理委員会 ０ ０ ０ ０ ０ 

監 査 委 員 ０ ０ ０ ０ ０ 

農 業 委 員 会 ０ ０ ０ ０ ０ 

計 １ ０ １ ０ ０ 

 ４ 訂正決定等の期間延長の状況 

  ⑴ 30日までの延長 

     区     長 ０件 

     教 育 委 員 会 ０件 

     選挙管理委員会 ０件 

     監 査 委 員 ０件 

     農 業 委 員 会 ０件 

        計     ０件 

  ⑵ 30日を超える延長 

    区     長 ０件 

    教 育 委 員 会 ０件 

    選挙管理委員会 ０件 

    監 査 委 員 ０件 

    農 業 委 員 会 ０件 

       計    ０件 

 ５ 保有個人情報の利用停止請求の状況

及び保有個人情報の利用停止又は不利

用停止等の決定の状況 

実 

施 

機 

関 

請

求

件

数 

処  理  状  況 

利
用
停
止 

不
利
用
停
止 

取
下
げ 

拒
否 

区     長 ０ ０ ０ ０ ０ 

教 育 委 員 会 ０ ０ ０ ０ ０ 

選挙管理委員会 ０ ０ ０ ０ ０ 

監 査 委 員 ０ ０ ０ ０ ０ 

農 業 委 員 会 ０ ０ ０ ０ ０ 

計 ０ ０ ０ ０ ０ 

 ６ 利用停止決定等の期間延長の状況 

  ⑴ 30日までの延長 

     区     長 ０件 

     教 育 委 員 会 ０件 

     選挙管理委員会 ０件 

     監 査 委 員 ０件 

     農 業 委 員 会 ０件 

        計    ０件 

  ⑵ 30日を超える延長 

     区     長 ０件 

     教 育 委 員 会 ０件 

     選挙管理委員会 ０件 

     監 査 委 員 ０件 

     農 業 委 員 会 ０件 

        計     ０件 

 ７ その他 

   不服申立て件数 ５件 

                    

規   則（教） 
                    

 次に掲げる規則を公布する。 

  令和７年６月16日 

世田谷区教育委員会 

 

世田谷区教育委員会規則第17号 

 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇

等に関する条例施行規則の一部を改正す

る規則 

                    

   幼稚園教育職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する条例施行規則の一部

を改正する規則 

 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇

等に関する条例施行規則（平成12年３月世

田谷区教育委員会規則第10号）の一部を次

のように改正する。 

 第14条第４項第２号中「及び第18条」を

「、第18条及び第18条の３」に改め、同項

に次の１号を加える。 

 ⑼ 育児休業法第19条第１項の規定によ

り部分休業を承認されて勤務しなかっ

た期間 

 第30条第12項中「、正規の勤務時間の始

め又は終わりにおいて」を削り、同項ただ

し書を削る。 

 第30条の２第２項中「、正規の勤務時間

の始め又は終わりに」を削り、同条第３項

中「よる部分休業又は条例第18条の３第１

項の規定による子育て部分休暇」を「よる

部分休業（以下「第１号部分休業」という。）

又は次条第５項に規定する第１号子育て部

分休暇」に、「当該部分休業又は当該子育て

部分休暇」を「当該第１号部分休業又は当
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該第１号子育て部分休暇」に改める。 

 第30条の３第１項を次のように改める。 

  条例第18条の３第１項に規定する子育

て部分休暇（以下「子育て部分休暇」と

いう。）の申請をしようとする職員は、毎

年４月１日から翌年３月31日までの期間

ごとに、あらかじめ、次の各号に掲げる

範囲内のうちいずれの範囲内で当該期間

における子育て部分休暇を申請するかを

教育委員会に申し出るものとする。 

 ⑴ １日につき２時間を超えない範囲内 

 ⑵ １年につき77時間30分を超えない範

囲内 

 第30条の３第２項中「規則」を「教育委

員会規則」に、「満12歳に達する日以後」を

「満12歳に達する日後」に改め、同条第９

項を同条第14項とし、同条第８項第２号を

次のように改める。 

 ⑵ 職員が第３項変更をしたとき。 

 第30条の３第８項第３号を削り、同項を

同条第13項とし、同条第７項を同条第12項

とし、同条第６項中「でない」を「でない。

また、次の各号に掲げる場合については、

承認することができない」に改め、同項に

次の各号を加える。 

 ⑴ 第２号部分休業に係る申出（申出内

容の変更による場合を含む。）をしてい

る職員について、第１号子育て部分休

暇の申請があった場合 

 ⑵ 第１号部分休業に係る申出（申出内

容の変更による場合を含む。）をしてい

る職員について、第２号子育て部分休

暇の申請があった場合 

 第30条の３第６項を同条第11項とし、同

条第５項中「申請」の次に「、第１項申出

及び第３項変更」を加え、同項を同条第10

項とし、同条第４項中「養育を必要とする

事由を確認する必要があると認めるときは、

証明書等」を「次の各号に掲げる場合にあ

っては、当該各号に係る証明書等」に改め、

同項に次の各号を加える。 

 ⑴ 養育を必要とする事由を確認する必

要があると認める場合 

 ⑵ 第１項申出時に予測することができ

なかった事実が生じたことにより第３

項変更をしなければ当該子育て部分休

暇に係る子の養育に著しい支障が生じ

るか否かを判断するため必要があると

認める場合 

 第30条の３第４項を同条第９項とし、同

条第３項中「職員の育児休業等に関する条

例第15条の規定による部分休業」を「第１

号部分休業」に、「子育て部分休暇」を「第

１号子育て部分休暇」に、「当該部分休業」

を「当該第１号部分休業」に改め、同項を

同条第６項とし、同項の次に次の２項を加

える。 

７ 第１項第２号に掲げる範囲内で申請す

る子育て部分休暇（以下「第２号子育て

部分休暇」という。）の承認は、１時間を

単位として行うものとする。ただし、次

の各号に掲げる場合にあっては、当該各

号に定める時間数の第２号子育て部分休

暇を承認することができる。 

 ⑴ １回の勤務に係る日ごとの勤務時間

に分を単位とした時間がある場合であ

って、当該勤務時間の全てについて申

請があったとき 当該勤務時間の時間

数 

 ⑵ 第２号子育て部分休暇の残時間数に

１時間未満の端数がある場合であって、

当該残時間数の全てについて申請があ

ったとき 当該残時間数 

８ 職員の育児休業等に関する条例第15条

の２の規定による部分休業（以下「第２

号部分休業」という。）の承認を受けて勤

務しない時間がある職員に対する第２号

子育て部分休暇の承認については、第１

項第２号に掲げる時間から、当該第２号

部分休業の承認を受けて勤務しない時間

を減じた時間を超えない範囲内で行うも

のとする。 

 第30条の３第２項の次に次の３項を加え

る。 

３ 第１項の規定による申出（以下「第１

項申出」という。）をした職員は、配偶者

等が負傷又は疾病により入院したこと、

配偶者等と別居したことその他当該申出

時に予測することができなかった事実が

生じたことにより当該申出内容の変更（以

下「第３項変更」という。）をしなければ

当該職員の子の養育に著しい支障が生じ

ると教育委員会が認める場合に限り、当

該申出の内容を変更することができる。 

４ 第１項申出をした職員は、当該申出を

した範囲内（第３項変更をした場合にあ

っては、その変更後の範囲内）において、

子育て部分休暇を申請することができる。 

５ 第１項第１号に掲げる範囲内で申請す

る子育て部分休暇（以下「第１号子育て

部分休暇」という。）の承認は、30分を単

位として行うものとする。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年10月１日から施

行する。ただし、次項の規定は、同年７

月１日から施行する。 

（施行前の準備） 

２ この規則による改正後の第30条の規定

による介護休暇、改正後の第30条の２の

規定による介護時間及び改正後の第30条

の３の規定による子育て部分休暇の取得

のために必要な手続は、令和７年10月１

日前においても行うことができる。 

（経過措置） 

３ この規則による改正後の第30条の３第

１項第２号に掲げる範囲内において、令

和７年10月１日から令和８年３月31日ま

での間における幼稚園教育職員の勤務時

間、休日、休暇等に関する条例（平成12

年３月世田谷区条例第21号）第18条の３

第１項に規定する子育て部分休暇（以下

「子育て部分休暇」という。）の申請（こ

の規則による改正後の第30条の３第４項

の規定による申請をいう。以下同じ。）を

する場合における同号の規定の適用につ

いては、同号中「77時間30分」とあるの

は、「38時間45分」とする。 

４ 令和７年９月30日において、同年10月

１日以後も引き続いてこの規則による改

正前の第30条の３の規定による子育て部

分休暇の承認（以下「改正前の子育て部

分休暇の承認」という。）を受けている職

員のうち、同年９月30日までにこの規則

による改正後の第30条の３第５項に規定

する第１号子育て部分休暇（以下「第１

号子育て部分休暇」という。）について附

則第２項の規定による申出（同条第１項

の規定による申出をいう。以下同じ。）が

なく、かつ、同条第７項に規定する第２

号子育て部分休暇について附則第２項の

規定による申出がないものは、同年10月

１日において、改正前の子育て部分休暇

の承認を受けた内容で第１号子育て部分

休暇の申出及び申請をした者とみなす。 

                    

告   示（選） 
                    

◎世田谷区選挙管理委員会告示第９号 

 公職選挙法（昭和25年法律第100号）第28

条の規定により本区の選挙人名簿から抹消

した者のうち、同条第４号の規定に該当す

るものを別紙のとおり告示する。 

  令和７年６月２日 

世田谷区選挙管理委員会 

別紙省略 

                    

◎世田谷区選挙管理委員会告示第10号 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第74

条第１項、第75条第１項、第76条第１項、

第80条第１項、第81条第１項及び第86条第

１項、市町村の合併の特例に関する法律（平

成16年法律第59号）第４条第１項及び第11

項並びに第５条第１項及び第15項並びに地

方教育行政の組織及び運営に関する法律

（昭和31年法律第162号）第８条第１項の規

定における令和７年６月２日調製の選挙人

名簿登録者総数の50分の１の数、６分の１

の数及び40万を超える数に６分の１を乗じ

て得た数と40万に３分の１を乗じて得た数

とを合算して得た数は次のとおりである。 

  令和７年６月２日 

世田谷区選挙管理委員会 

 50分の１の数   15,489 

 ６分の１の数   129,069 

 40万を超える数に６分の１を乗じて得た

数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合

算して得た数      195,735 

                    

◎世田谷区選挙管理委員会告示第11号 

 選挙人名簿の抄本及び在外選挙人名簿の

抄本の閲覧状況について、公職選挙法（昭

和25年法律第100号）第28条の４第７項（第

30条の12において準用する場合を含む。）の

規定に基づき、別紙のとおり公表する。 

  令和７年６月２日 

世田谷区選挙管理委員会 

別紙省略 

                    

◎世田谷区選挙管理委員会告示第12号 

 東京都議会議員の選挙におけるポスター

掲示場の設置に関する条例（昭和56年東京

都条例第66号）第１条第１項の規定により、

令和７年６月22日執行の東京都議会議員選

挙（世田谷区選挙区）におけるポスター掲

示場を、「令和７年６月22日執行東京都議会

議員選挙ポスター掲示場設置場所一覧」の

場所に設置する。 



 

 

令和７年７月22日（第772号） 

－ 24 － 

  令和７年６月11日 

世田谷区選挙管理委員会 

別紙省略 

                    

◎世田谷区選挙管理委員会告示第13号 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第74

条第１項、第75条第１項、第76条第１項、

第80条第１項、第81条第１項及び第86条第

１項、市町村の合併の特例に関する法律（平

成16年法律第59号）第４条第１項及び第11

項並びに第５条第１項及び第15項並びに地

方教育行政の組織及び運営に関する法律

（昭和31年法律第162号）第８条第１項の規

定における令和７年６月12日調製の選挙人

名簿登録者総数の50分の１の数、６分の１

の数及び40万を超える数に６分の１を乗じ

て得た数と40万に３分の１を乗じて得た数

とを合算して得た数は次のとおりである。 

  令和７年６月12日 

世田谷区選挙管理委員会 

 50分の１の数   15,512 

 ６分の１の数   129,264 

 40万を超える数に６分の１を乗じて得た

数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合

算して得た数      195,930 

                    

◎世田谷区選挙管理委員会告示第14号 

 公職選挙法（昭和25年法律第100号）第37

条第２項及び公職選挙法施行令（昭和25年

政令第89号）第24条第１項の規定により、

令和７年６月22日執行の東京都議会議員選

挙（世田谷区選挙区）における期日前投票

所の投票管理者及び同職務代理者を、別紙

一覧のとおり選任した。 

  令和７年６月13日 

世田谷区選挙管理委員会 

別紙省略 

                    

◎世田谷区選挙管理委員会告示第15号 

 公職選挙法（昭和25年法律第100号）第39

条の規定により、令和７年６月22日執行の

東京都議会議員選挙（世田谷区選挙区）に

おける各投票区の投票所を別紙一覧のとお

り定める。 

  令和７年６月13日 

世田谷区選挙管理委員会 

別紙省略 

                    

◎世田谷区選挙管理委員会告示第16号 

 公職選挙法（昭和25年法律第100号）第48

条の２第６項により準用される第39条の規

定により、令和７年６月22日執行の東京都

議会議員選挙（世田谷区選挙区）における

期日前投票所を、別紙一覧のとおり定める。 

  令和７年６月13日 

世田谷区選挙管理委員会 

別紙省略 

                    

◎世田谷区選挙管理委員会告示第17号 

 公職選挙法（昭和25年法律第100号）第37

条第２項及び公職選挙法施行令（昭和25年

政令第89号）第24条第１項の規定により、

令和７年６月22日執行の東京都議会議員選

挙（世田谷区選挙区）における投票管理者

及び同職務代理者を、別紙一覧のとおり選

任した。 

  令和７年６月13日 

世田谷区選挙管理委員会 

別紙省略 

                    

◎世田谷区選挙管理委員会告示第18号 

 令和７年６月13日世田谷区選挙管理委員

会告示第14号にて告示した期日前投票所に

おける投票管理者の一部を次のとおり変更

した。 

  令和７年６月14日 

世田谷区選挙管理委員会 

以下省略 

                    

◎世田谷区選挙管理委員会告示第19号 

 令和７年６月13日世田谷区選挙管理委員

会告示第14号にて告示した期日前投票所に

おける投票管理者の一部を次のとおり変更

した。 

  令和７年６月17日 

世田谷区選挙管理委員会 

以下省略 

                    

◎世田谷区選挙管理委員会告示第20号 

 令和７年６月13日世田谷区選挙管理委員

会告示第14号にて告示した期日前投票所に

おける投票管理者の一部を次のとおり変更

した。 

  令和７年６月18日 

世田谷区選挙管理委員会 

以下省略 

                    

◎世田谷区選挙管理委員会告示第21号 

 令和７年６月13日世田谷区選挙管理委員

会告示第14号にて告示した期日前投票所に

おける投票管理者の一部を次のとおり変更

した。 

  令和７年６月19日 

世田谷区選挙管理委員会 

以下省略 

                    

◎世田谷区選挙管理委員会告示第22号 

 公職選挙法（昭和25年法律第100号）第28

条の規定により本区の選挙人名簿から抹消

した者のうち、同条第４号の規定に該当す

るものを別紙のとおり告示する。 

  令和７年６月22日 

世田谷区選挙管理委員会 

別紙省略 

                    

告   示（選挙長） 
                    

◎東京都議会議員選挙（世田谷区選挙区）

選挙長告示第１号 

 公職選挙法（昭和25年法律第100号）第76

条において準用する第62条第６項の規定に

より、令和７年６月22日執行の東京都議会

議員選挙（世田谷区選挙区）における選挙

立会人のくじを行う場所及び日時を、次の

とおり告示する。 

  令和７年６月13日 

  東京都議会議員選挙（世田谷区選挙区） 

 選挙長 管 沼 勉 

 １ 場所 世田谷区選挙管理委員会室 

      世田谷区世田谷四丁目22番33

号 世田谷区役所西棟２階 

 ２ 日時 令和７年６月19日 午後５時

30分開始 

                    

◎東京都議会議員選挙（世田谷区選挙区）

選挙長告示第２号 

 公職選挙法（昭和25年法律第100号）第86

条の４第１項の規定により、令和７年６月

22日執行の東京都議会議員選挙（世田谷区

選挙区）において、同年６月13日、別紙の

とおり候補者の届出があった。 

  令和７年６月13日 

  東京都議会議員選挙（世田谷区選挙区） 

 選挙長 管 沼 勉 

別紙省略 

                    

告   示（農） 
                    

◎世田谷区農業委員会告示第６号 

 農業委員会等に関する法律（昭和26年法

律第88号）第27条第１項の規定に基づき、

第23回世田谷区農業委員会総会を次のとお

り開催する。 

  令和７年６月16日 

    世田谷区農業委員会会長 

 宍 戸 幸 男 

 １ 開催日時 令和７年６月24日（火） 

午後３時 

 ２ 開催場所 三軒茶屋分庁舎３階 教

室 

 ３ 審議事項 

  ⑴ 第１号議案 農地法に基づく許可

申請について 

  ⑵ 第２号議案 農地法に基づく転用

届出について 

  ⑶ 第３号議案 その他の事項につい

て 

                    

告   示（監） 
                    

◎世田谷区監査委員告示第８号 

 住民監査請求に係る監査の結果を、次の

とおり公表する。 

  令和７年６月25日 

世田谷区監査委員 大 塚   勇 

同        市 川   穣 

同        和 田 秀 壽 

同        藤 井 真 尚 
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